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１．実地指導の実績     

区      分 実地指導対象数 実地指導数 実施率(%)

介護保険事業 1,445    235 16.3

   施設サービス事業   121    23 19.0

   居宅サービス事業   857    142 16.6

（内訳）

   訪問介護    179        45

   訪問入浴介護        8         0

   訪問看護      58        19

   通所介護     205        27

   通所リハビリテーション     115       11

   短期入所生活介護     110        19

   短期入所療養介護     54         4

   特定施設入所者生活介護      33         2

   福祉用具貸与      46         8

  福祉用具販売      49         7

介護予防サービス事業   467    70 15.0

（内訳）

   訪問入浴介護       7        0

   訪問看護      58       19

   通所リハビリテーション     115       11

   短期入所生活介護     106       19

   短期入所療養介護      54        4

   特定施設入所者生活介護      32        2

   福祉用具貸与      46        8

   福祉用具販売      49        7

※ 実地指導対象数は、令和３年４月1日現在
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２．Ｒ３年文書指摘の概況

３．Ｒ３年度文書指摘状況（介護保険施設・事業所別)  

区     分

介護保険施設・事業所

施  設

サービス

居  宅

サービス
計

指摘率

(Ｂ／Ａ)

実地指導対象施設・事業所数 121 1,324 1,445

実地指導施設・事業所数    Ａ 23 212 235

文書指摘を受けた施設・事業所数 Ｂ 0 14 14 6.0％

指 摘 事 項 指摘数 指摘数 指摘数 割合

件 件 件 ％

【人員に関する基準】 0 13 13 54.2

【設備に関する基準】 0 0 0 0.0

【運営に関する基準】 0 10 10 41.7

【介護給付費の算定及び取扱い】 0 1 1 4.1

【その他】 0 0 0 0.0

合     計 0 24 24 100.0 

※ 居宅サービスには、介護予防事業を含む

区     分 介護保険施設・事業所

実地指導施設・事業所数 235        

文書指摘施設・事業所数 14        

指摘率（％） 6.0        

指摘件数 24        
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４．Ｒ３年度文書指摘の主な事項（介護保険施設・事業所別）

区     分

介護保険施設・事業所

施  設

サービス

居  宅

サービス
計

指摘率

(Ｂ／Ａ)

実地指導対象施設・事業所数 121 1,324 1,445

実地指導施設・事業所数   Ａ 23 212 235

文書指摘を受けた施設・事業所数 Ｂ 0 14 14 6.0％

指 摘 事 項 指摘数 指摘数 指摘数 割合

件 件 件 ％

【人員に関する基準】 0 13 13 54.2

① 職員の不足、必要な資格がないなど 0 13 13

【設備に関する基準】 0 0 0 0.0 

① 設備居室、病室などの不備 0 0 0 

【運営に関する基準】 0 10 10 41.7

① 内容・手続きの説明・同意が不十分

② サービス提供の記録などの不備

③ 利用料の受領に関する不備

④ サービスの取り扱い方針の不備・

不徹底など

⑤ 運営規程の不備

⑥ 勤務体制の確保が不十分など

⑦ 重要事項等の掲示が不十分

⑧ 衛生管理が不十分

⑨ 個人情報取扱の不備など

⑩ 苦情解決体制が不十分など

⑪ 事故発生時の対策が不十分

⑫ 非常災害対策の不備

⑬ その他
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【介護給付費の算定及び取扱い】 0 1 1 4.1

【その他】 0 0 0 0.0

合     計 0 24 24 100.0 

※ 居宅サービスには、介護予防事業を含む
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5．文書指摘の主な事項（年度別）

区     分 30年度 元年度 ２年度 ３年度
前年度

比(％)

実地指導対象施設・事業所数 1,455 1,483 1,441 1,445 100.3

実地指導施設・事業所数     Ａ 490 477 232 235 101.3

文書指摘を受けた施設・事業所数 Ｂ 39 14 7 14 200.0

指摘率（Ｂ／Ａ） 8.0% 2.9% 3.0% 6.0% 200.0

指 摘 事 項
指摘

件数

指摘

件数

指摘

件数

指摘

件数

前年度

比(％)

【人員に関する基準】 16 8 0 13 皆増

① 職員の不足、必要な資格がないなど 16 8 0 13 皆増

【設備に関する基準】 0 0 0 0 －

① 設備、居室、病室などの不備 0 0 0 0 －

【運営に関する基準】 68 9 7 10 142.9

① 内容・手続きの説明・同意が不十分

② サービス提供の記録などの不備

③ 利用料の受領に関する不備

④ サービスの取り扱い方針の不備・

不徹底など

⑤ 運営規程の不備

⑥ 勤務体制の確保が不十分など

⑦ 重要事項等の掲示が不十分

⑧ 衛生管理が不十分

⑨ 個人情報取扱の不備など

⑩ 苦情解決体制が不十分など

⑪ 事故発生時の対策が不十分

⑫ 非常災害対策の不備

⑬ その他
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【介護給付費の算定及び取扱い】 12 5 5 1 20.0

【その他】 0 0 1 0 0.0

合     計 96 22 13 24 109.1

※ 居宅サービスには、介護予防事業を含む                 
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6．文書指摘事項の具体的内容

（１）介護保険施設の指摘事項

  令和３年度の本県の指導監査対象であった介護保険施設は、介護老人福祉施設６９、

介護老人保健施設３６、介護療養型医療施設１２、介護医療院４の計１２１施設であ

り、実地指導した施設数は２３（実地指導率１９．０％）です。

令和３年度においては、文書指摘に至った施設はありませんでした。

  

（２）居宅サービス（介護予防を含む）事業所の指摘事項

令和３年度の本県の指導監査対象であった居宅サービス事業所は８５７事業所、介護

予防サービス事業所は４６７事業所、合計１，３２４事業所であり、実地指導を行った

事業所数は２１２（実地指導率１６．０％）です。

このうち文書指摘した事業所数は１４（指摘率６．６％）です。

指摘件数は２４件で、内訳は、人員に関する基準関係で１３件、運営に関する基準関

係で１０件、介護給付費の算定及び取扱い関係で１件となっています。

  文書指摘の内容は次のとおりです。

  

【人員に関する基準】

  〇職員の不足、必要な資格がないなど

    （訪問介護）

    ・常勤のサービス提供責任者が配置されていない。

    ・常勤・専従の管理者が配置されていない。

    （訪問介護・訪問看護）

    ・必要な数の介護職員・看護職員が配置されていない。

    （訪問介護）

     ・必要な数のサービス提供責任者が配置されていない。

【運営に関する基準】

〇サービスの取り扱い方針の不備・不徹底など

（訪問介護・通所介護・福祉用具）

    ・介護サービス計画及び福祉用具貸与計画について、その作成、説明、同意、交付

及び変更が適切に行われていない。

    （訪問介護）

・介護サービス計画について、居宅サービス計画に位置づけられていないサービ

スを対象としている。

〇勤務体制の確保が不十分など

（訪問介護）

  ・勤務表について、併設の他事業所との勤務が明確に区別されていない。
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〇衛生管理が不十分

（訪問介護）

    ・従業者の健康状態を把握しないまま業務に従事させている。

【介護給付費の算定及び取扱い】

（通所リハビリテーション）

   ・通所リハビリテーション事業所において、必要な個別リハビリテーションを実施

していないのに、短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定している。
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７．介護報酬の返還状況（Ｈ１４年度～Ｒ３年度）

事業所数
介護報酬返還額

（千円）

Ｈ１４年度 23 75,418

１５年度 55 52,442 

１６年度 92 125,721   

１７年度 209 67,637   

１８年度 127 111,543   

１９年度 62 18,284   

２０年度 54 11,984   

２１年度 39 7,140   

２２年度 69 14,781   

２３年度 35 63,270   

２４年度 34 7,967   

２５年度 43 106,298   

２６年度 25 26,143   

２７年度 20 10,301   

２８年度 12 7,503   

２９年度 11 11,494   

３０年度 7 11,328  

元年度 6 7,182   

２年度 8 27,856

３年度 5 2,244

計 936 766,536   



令和 3 護報 に関する審議報告

令和3年度分離報酬改定に関する審議報告 (抄)(社会熊 韓 会介離 破 分科会令和2年 12月 23日 )

介護議員処遇改善加算 (Ⅳ)及び (V)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。その
際、令和3年 3月 末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、 1年の経過措置期間を設けるこ
ととする。

介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りな
がら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい
仕組みとする観点からt以下の見直しを行う。
と 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の 1を上回らな
いこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とす
ること」とするルールについて、「より高くすること」とする。

介護職員処遇改善加算及ぴ介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、介護事
業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う。
ア 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進さ
れるように見直しを行う。
・ 職員の新規採用や定着促進に資する取組                         ャ
日 職員のキヤリアアップに資する取組 ‐
口 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
t 藤痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
い 生産性の向上につながる取組
田 仕事へのやりがいと働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、戦員の勤務継続に資する取組

イ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。

Ｉ

Ｐ

Ｉ

資料３
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H 特定処遇改善加津について、鶴歳の趣旨は雄持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改
善観の醸分ルールにおける「総 と機能のある介虜職員Jは「その他の介腹線員」の「2倍以上とすることJに
ついて、「より嘉くすること」と冤tす。 【告示改正】

Ｉ

Ю

Ｉ

ス

■ 処遇改善畑算や特定処盪改善加年の職場嫌鎌等盛′件について、職場環境改善の取組をより典効性が高いもの
とする観点からの見直しを行う。 【告示改正、通知改正】

o 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・ 定着促進を図る観点か ら、以下の取組がより促進 されるよ
うに見直 しを行 う。 【通知改正】

・職員の新規採用や定着促進に資する取組 と職員のキヤリアアップに資する取組      I
・両立支援 日多様な働き方の推進に資する取組 日腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組 日生産性の向上につながる取組
日仕事へのやりがい日働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

① 職場環境等要件に基づ く取組の実施について、当該年度における取組の実施を求める。 【告示改正】



盤通改善娘算の構場環崎馨要件の見直b
O 職場環境等要件について、職員の離職防止 と定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるよう

‐に見直

しを行う。
患 職員の新規採用や定着促進に資する取組    1 織員のキヤリアアップに資する取組
コ 両立支援 日多様な働き方の推進に資する取組  a 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
H 生産性の向上につながる取組
・ 仕事へのやりがい。働きがいの醸成や戦場のコミュニケTシ ョンの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

O 職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める見直し。
(現行では、加算 I及びⅢは平成27年 4月 以降、加算Ⅲ及びⅣは平成20年 10月 以降に実施した取組について、当該

年度の取組として認めることとしている。)

現行の職場環境等要件

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀
痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援 (研修受講時の他の介護職員の負
担を軽減するめの代替職員確保を含む)

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・小規模事業者の共同による採用 。人事ローテーション・研修のための制度構築
・キャリアパス要件に該当する事項 (キヤリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る) マ
。その他
・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダ∵・メンター (新人指導担当者)制度等導入
・雇用管理改善のための管理者の労働・安全衝生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ ICT活用 (ケア内容や申し送 り事項の共有 (事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含

む)に よる介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシ
フト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化

・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフ ト等の介護機器等導入                !
。子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故・ トラブルヘの姑応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
。健康診断 。こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
。その他

・介護サービス情報公表制度の活用による経営 1人材育成理念の見える化
・中途採用者 (他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立 (勤務シフトの画己慮、

導入等)

・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勒務シフト酉己慮
・地域の児童・生徒や住民との交流による

'由

域包括ケアの一員としてのモチベニション向上

,・ 非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減
・その他

短時間正規職員制度の

資質の向上

労働環境・

処遇の改善

その他

！
ω
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霊ナぶる処遇改錢 (介護職員等特定処遇改善加露)を欝定するため1こは

特定加葺の算定要件の確認

0闇鷲熙鷺翫環鴇殿鑑謬鱗饗W改
割、

→ 区分を見直し予定。経過措置を設けた上で、

見直し後のそれ詢 の区分で1つ以上取り組oことを効 る予起

o賃 上概 外蝉 改善の取約 敗 るイ
甲
葦bてい。こと

加葺区分の確認

● 特定加算め加算区分は、ことIの 2区分

● Hよ、サービ潟降供体制強化加算の上位の区分(※ )を算定してい

る場合、算定可能 (Iに該当しなしu易含はIを算定可能)

※訪問介護 :特定事業所畑算 I又はI
特定施設 :サービ奥層供体制強化加算 Í又は■

入居継続支援カロ算 I又は■

特養 :労ヒス提供体制強化加算 I又はⅡ

日常生活継続支援加算
そのフ他 :サ=ビ脚 強化加算 I又はI    I

特定加算の見込額の計算

0加算率t哺 報酬を乗じる形で計算

賃上磯 行う単位の決定

● 同蹟 上醐レーJレのもと賃上げを行う単位を、法人又は事業所の

農おにするかを決める。

賃上戯

"レ

ーJ♭の決定

経験・技能のある介護職員を定義した上で、全ての幾員を

「A:経験・技能のある介護輌員」、「Bその他の介護職員」、

「CI介護職員以外の磯員」に分ける。

● Aを定義する顆切レール
介護福社士d剣悟t調剛路が、10年より短しれ勤続年数でも可.他ゆ

"法
人

での経験もカウント可能

0

0 どの職員範囲 (1、 2屎は3)で、賃上
`ガ

るかを決める。

1)経験・技能のある介護職員 (Aのみ)

2)介轟職員全体 (A+B〕
3)贈雌記全潮に(A+B+C)

加算額を全てAl配分する置も可能.BやCに配分する〔立も可能。

0 Aのうち1人以上は、月額 8万円の賃金増又I洋劇賄莉房円

までの賃金増が必要。
‐
既に年収110万円の人がいる場合は新溜こ設定するB淡剛まない。  ′

小親膜な事業
=P斤

等は、こ傷紺鮨鋳緋造なくてもよい。    ´

カレープ (A、 B、 C)の平均改善辱につして、
Alま Bより高いこと、CはBの 2分の■以下

ヽ
　
　
１
１
１
，

１

１
‐

，
ノ

―

卜

‥
ヽ

軸 の介臣報酬
〔ヨ財行の拠奥配露彗m

算分を除く)

各サービスの

特定加要の

加日票

各
―

の新れ田
算による収入X

0
各グループ内の一人〔卜とりの賃上しザは、一宥電もメリ八りをつし

'て

も可。



1 1特定加算の露窪要件の確認

介護職員処遇改善加算 (1)～
(Ⅲ)のいずれかの届出を考子つている註

介護職員処遇改善加算の職場環境

等要件に関し、複数の取組を行つてい

ること

介護職員処遇改善加算に基づく取組に

ついて、ホームページヘの掲載等を通じた

見える化を行うていること

―
※ .熱 ,は翻 ほ変更■

※

てもヽること

':E訂

q日
ML′t

′ム`表し

ガB隠 、rttVブ 尊η ↓ ぃ`'l tVノ 照エンフ ヽ と イ

以上取り組むことを求める予定

→ 区介を見直し予定。経過措置を

設けた上で、

それ執 の区分について
1以上の取組が必要

ヽ
≒

１
伽
Ｉ
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鯉通改善加算0職場環境等要件の見直b

職場環境等要件について～職員の離職防止 4定着促進を図る観点から、以下の取組がより促

しを行う。
                      職員のキヤリアアツプに資する取組a 職員の新規採用や定着促進に資する取組    い

。 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組  J 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組

・ 生産性の向上につながる取組
E 仕事へのやりがい B働 きがいの醸成や職場のコミュニケーシヨンの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

O 職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める見直し。

(現行では、加算 I及び正は平成27年 4月 以降、加算Ⅲ及びⅣは平成20年 10月 以降に実施した取組について、当該

年度の取組として認めること‐としている。)

O 進されるように見直

現行の職場環境等要件
・働きながら介護福祉士取律を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より

痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメ
専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀
ント研修の受講支援 (研修受講時の他の介護職員の負

担を軽減するめの代答職員確保を含む)

。研修の受講やキヤリア段位制度と人事考課との連動
・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・キャリアパス要件に該当する事項 (キ ャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)

その他

新 の た め の メ ン タ 当者 )

雇 用管理改善のた めの管理者の労1動 安全衛生法規 休 暇 休職制度に係 る研修受講等に よる雇 用管理改善対策の 充 実

T活用 (ケア内ハや申し送 り事項の共有 (事業所内に力日え タブ レ ト端 末 を活 用 し訪 問先でアク セ ス を可能 I こす る と等 を含I C ツ

む )

`こ

よ る介護職員の事務負担軽減 個 々 の利用者へのサー ビ ス履歴 訪 問介護員の 出勤情報管理によ る サー ビ ス 提供責任者のシ

業務省フ ト管理に係 る事務負担軽減、若い用者情報蓄積によ る利 用者個 々 の 特性 に応 じ た サー ビ ス 提供等 ) 1こ よ る 力 化

介護職員の腰痛対策を含む負担軽減の た めの介護ロ ボ ン トや リフ ト等の介護機器等導入

子育てと の 両 エ を 日指す者のた め の 育児休業制度等の充実 事業所内保育施設の動

― ァ イ ン グ等によ る職場 内 ヨ ケ シ ヨ ン の 円治化 イこよる個 々 の介護職員の気づ きを略ま え た勤務秦境やケア 内容 の 改善

事故 トフ ブルヘの対応 マ ア ル等の作成 1こ よ る責任 の 所在 の 明確化

健康診断 ろ の健康等の健康管理面 の強化、職 員休憩室 分煙 ス ペ ー ス 等 の整備

。介護サービス情報公表制度の活用による経営 。人材育成理念の見える化
。中途採用者 (他産業からの転1我者、主婦層、中高年齢者等)に特化 した人事制度の確立 (勤務シフ トの配慮、

導入等)

,障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフ ト配慮

・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーシヨン向上

・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減
。その他

短時間正規職員制度の

資質の向上

労働環境・

処遇の改善

その他

１
６
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加欝区分の確認2

新加算(1)はサービス提供体制強化加算等の最も上位の

区分(永 )を算定している場合、算定可能。
(Iに該当しなしu嚇窒はIを算定可能)

>
※サービス提供体制強化加算 I orⅡ以タトのカロ算(1)の算定要件

・訪問介護 :特定事業所加算 I or工           '

1鷲許
:合繋潔離

Ⅱγ綾聯 鞘
中

沈匪翠鐸専肇♂邸Hy.―

現行の加算区分

留意点 :年度途中での変更の届出

●介護福祉士の配置等の状況に変更があり、サービ騨
制強化加算の算定状況に変更があつた場合、届出が必要

。喀痰吸引を必要とする禾u用者割合につしての要件な陸満た

届幽が必要

せないことで、

―

司

―
26



2 1加露区分翻l確認 一 (参考)加露率

特定処遇改善加算
サービス区分

加算 I 力Πtt I

1.力m算算定対象サービス

。訪問介護
・夜間対応型訪問介護

・定期К同・随時対応型訪問介護看護

けく介議ラ防)訪問入浴介護     _
・iEttJ〕馬与rlヽ iョ !言言                                   .
・ 引ど〕

'コ
',】

ヒii言 言!]と 」|:目

'弓

「
ijri:三目:

。(介護予防)通所り′ヽピ明■ンシ     |、
。(介護予防)特定施設入居者生活介護

・ 瞬 蜘 構 鉾

。(介
~護
予防)認知症対応型通所介護!

。(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

・ (ヂ瀾罰醐励 i       同韓

・介護老人福社施設
・地域腐着型介護老人鶴鶴歯設入所着生活介護
・ (介護予防〕短期入所生活介護

i蝶卸瑠綿桑 ―島 |

・介護療養型医療施設
。(介護子防Ⅲ短期入所療養介護 (病院等)

・介護医療院
。(介護予防)短期入所療養介護 (園療院)

2.力田算算産:〕F対象サービス

6. 30/o  49 20/。   13.70/。  10.00/6

2と  10/o

l. 2。/o

2E O°/0

1. 80/。

3.`10/o

l. 50/o

3. 10/o

2. 70/0

1. 50/o

13 0°/O

la 7。/。

1. 20/o

2. 40/。

1と  20/c

2. 30/o

2. 30/0

5, 30/o

5. 90/o

4ュ  70/0

8.20/o

10. 40/c

10. 20/c

ll.10/o

3. 30/o

4B 20/o

4i30/o

3. 40/0

6. 00/o

7. 6%

7= 40/o

8.10/o

6. 00/o

51 50/o

2, 30/o

21 30/o

l,90/o

3. 30/o

4.20/o

4.10/o

4.50/0

3. 30/0

加算 (Ⅲ )

により算出し

騨 位
xO。  9

力覆算 (Ⅲ )

により算出し

醐
XO. 8

2. 1。/o   l. 7。/。    3. 90/8  2` 90/o  l. 60/o

1. 50/o   l. 10/o   2. 60/。   1. 90/o  l. 00/o

1,i 50/o   l. 10/o    2. 60/o  l. 90/o  l. 00/c

現行の処遇改善加算

力日写筆I 加算 Ⅱ 加鼻Ⅲ 加算Ⅳ 加算 V

加算率サービス区分

(働 い ヽ

！
∞
１

特定 (分譜剤が
1介護予―

00/。
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特定加露の見込額の計露3

サービ離 供体制強化加欝攀0轟も上位の区分〔※)を騨定して与lる占`?

葺定している

※
霧露慇藝 :留雷 導 熙 轟 織 造 I又は1(入居継続支援加算 I又はI

特養 :サービス提供体制強化加算 I又はⅡ、日常生活継続支援力Π算

そに研L:サービス提供体制強化加算 こ又は■

算定していない

▼ ▼

V

▼
‐

実施

● 特定加算は、事業所毎の動続10年以上の介護福社士の数に応じて配分さ

れるものではない

▼

特建加欝(H)0欝起

特定加算(I)の算定額の計算

各事業所の構 酬

(現行の処遇改善加
欝分を除く)

各サービスの

特定力田算(I〕

0加E騨

各事業所の
特定加縛(I)
による収入

X

特定加算 (Ⅱ )の算定額の計算

各事業所の介饉報酬

(現行の処遇改善加
部分を除く)

各サービスの

特定カロ賞 (Ⅱ )

の加算率

各事業所の
特勘 n算(Ⅱ )

によるi鳳入
X

特
定
加
欝
の
賞
定
額

１
０
１

28



4 1質上陀 行う単位の決定

Ｉ

Ｐ
Ｏ

Ｉ

同じ賃上開レールのもと賃上↓すを行う単位を、法人又は事業所のわ らにする力1を決める。

●特定加算の配分,レー,レにつして、法人単位で取り扱うときに1よ、以下に留意。

● 算定区分が (I)、 (I)で異なる場合であつてもt一括の申請は可能

● 工括申請が可能な事業所の範囲 (オレンジ部分)

麟
隣
鯖

特定処週

改善加算

非対象サ“ビス

介護

加算未取得

事業所

特定処遇改善加算対象サーヒス

o特養の併設、空所利用のシヨT卜、老健の療養ショーHこつしては、特養や老健が、特定加算を算定している

場合、同じ加算区分を算定可。  !

法人が4事業所分を一括して申請す銹

■.経験。技能のある介護職員における「月額8万円」の改善又は「役職潜を除く金産業平均水準 (年収

440万円〕Jの設定。確保                        `
→ 法人内で各事業所 ■人分として、合計4名の識定・確保

2日  湧彰曲臼題田融盗難♯む、

①経験・        、②       、③慈聞望濡閑麹設定し、処遇散議 設定

の改善又は「役職者を除く全産業平均水準 (年二灰4・40万円)」の設定・確保

→ 法人で 1人ではなく、工括して申講する事業所の数に耐 た設定が必要

(設定する1■州困難な事勢
~斤

が含まれる」場合は、その合理的説明を行うことにより、設定人数から除くこコ肺哺ヒ)

2.平 均の処違改善婚い、

・ A:経験。技能のあ翰 謝 副 よ B:その他囃 職員より高
零覧足艶淀紹対象外)は、B:怠蹴堕淡糎購風02分の1を上回B CIマ翅馳回職種          均水準 笛朔砕筍万F

らなし吐
→ 法人空機 単位として取研席たとが可能。

主日経験・技能のあ締 護職員におしする「月額8万円J

29



1賃上げのルールの決定5

■日経験。技能のある介護職員を定義した上で、全ての職員を「A:経験・技能のある介護職員」、

「B:その他の介護職員」、「Ci介護職員以外の職員」に分ける。
●加算額を金てAに配分することも可能と酬Xて配分することも可能。                     .

2留 どの職員範囲育配分するか決める。

● 全ての4競員をA、 B、 Clこ分ける

(定義する際のルール)

・動続10年以上の介護福祉士を基本

・介護福祉士の資格は必要

・動続年数は、他の法人や医療機関等

での経験等も通算可能

・事抑
~斤

の能力評価や等級システムを活

用するなど、10年以上の動続年数が

なくても業務や技能等を勘案し対象と

できる

A 経験・機能のある介護職員

(定義する際のルール)

イA:経験・技能のある介護職員」以外

の介護職員

B その他の介護職員

(定義する際のルール)

・介護職員以外の職員

C 介護職員以外の職員

Ｉ

Ｐ

Ｐ

Ｉ
30



5 1賃上馘朗b中′♭の決定

「A:経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、

月額 8万円の賃上手サ又は年収寧博万岡までの貿金増が必要

周韻 8万円の質上げ

・ 賃金改善実施期間における平均賃上伊額が月額 8万円となる必要

。現行の介護職員処遇改善の賃金改善分とは別に判断する

・ 法定福利買等の増加分を含めて判断可能。

質上げ年収4本40万円までの賃金弓iき上げ

E440万円を判断するに当たっては、手当等を含めて判断するこB肺備と。    :      フ

・ 賃金年額1・4・0万円が原只U。 年度途中から加算を算定している場合、12ヶ月間力口算を算定していれt武 年収41・0万円

以上と見込まれる場合につして、勲 満たすものとして差し支えない。

・ 現に年収440万円の者がいる場合はこの限りでない。

・ 社会保険料等の事業主負担その他嵯 定福利費等は含まず1こ判断。

例外的な取扱い

・ 以下め場合なaよ、月額8万円の賃上ιず又は年収440万円までの賃金増の条件を満た喜なくてもよい。

"小
規模事業所で加郵談全体が少額である場合

"職
員全体の賃金水準が低い事業所な陵 、直ちに〒人の賃金を引き上鮨 ことが困難な場合

> 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層、役職やそのための能力・処遅を明確化する

ことが必要1こなるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積な日こ、下定期間を要する」場合Ｉ

Ｐ

Ю

Ｉ
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グループ (A、 B、 C)の平均賃上げ額につして、FAは、Bより高い」、「Cは、Bの 2分の1以下」

平均賃上与チ預が平均賃上|サ種が
A  > B >A B

■ OB5以下

▼

韓 賃金改善後の賃金が年額440万円を上回る場合は対

褒R夕|

※ 440万円の基楽の判断にあたり
・手当等を含めて判断
・非常勤職員の場合は、常勤換算方法で計算し判断

⇔平均賃金額につして、CがBより低い場合、平均賃上げ
額を、基本の1:0.5で 1まなくBと同等の水準 (1:
1)とすることが可含ヒ

人ひとりの改善額

ヽ

ヽ

一
‐

よ

，

ｔ

一
／

，

ド

，

ヾ

A
1よ、

|一律でもメリ八りをつけ

＼
　
‐
‐
　
）

鑢群
鞠
岳
る

平
聟
賃
上
げ
額

平
均
賃
上
げ
額

縮麹肺鐵
・能のあ

平
均
賃
上
げ
額

卜,_| 【
】，
４
ェ

一ヽ

Ｉ
Ｐ
ω
ｌ

留意点 :平均賃上ι館 の計鴬

お原則i常勤換算方法による人数算出が必要。
一方、そ蜘 d瀞圏こつしては、実人数による算出も可能で

あり、事業所内で検討し、設定することが重要

命全ての職員をA、 B、 Cのいずれかに区分するため、賃金改善

を行わな硼職員についても1職員の範囲に含めることとなる
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」
　
「申介 改定による処途改善

◎加葺額 対象介護事業所の介護職員 (常勤換算)1人当たり月額平均9′000円の賃金引上げに相当する額。
対象サービス設定介護職員数 (常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介畿報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。

◎取需要件           ´

・ 処遇改善加算 I～Ⅲのいずれ麟 している事業所 (現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)

・ 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3は介護職員等のベース乃げ等 (※ )の引上げIこ使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」

◎対象とな莉静麗
・ 介護職員
・ 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てるこD煎港るよう柔軟な運用を認める。

◎申請方法 各事業所におして、都道府県等に介護職員Cその他職員の月
※月額の賃金改善額の総額 (対象とする職員全体の額)

額の賃金改善額を記載した計画書 (※)を提出。    ―
の記載を求める (職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

◎報告方法 各事業所において、都道府県等に賃金改善期間離 計画の実績報告書 (※ )を提出。
※月額の賃金改善額の総額 (対象とする職員全体の額)の記載を求める (職員個々人の賃金改善鎮の記載は求めない)

◎変付方法

対象事業所は都道府県等に対して申請し、対象事業所に対して報
酬による支払 (国費約 1/4:15徊鷹 円程度 (令和 4年度
分〕)。

◎申請・交付スケジュール
了申請は、令和 4年 8月に受付、10月分から毎月支払 (実際の

支払は12月から)′

了賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。

O介護・障害福祉職員の処遇改善については、「コ回ナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年 10月以降につして臨時の報酬改定を行い、
収入を30/0程度 (月額平均9′ 000円相当)引き上ιザるための措置を講じることとする。

① これらの処遇改善に当たっては、予算措置断 面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策 (注)を講じることとする。
(注)現行蝉 改善加算(IxⅡ xⅢ )を取得していることに加えてゝ具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まつて毎月支士ムわれる手彗の引上げlこよ

り改善を図るなどの措置を講じる。

介
護
事
業
所

メージ】

① 申請 (処遇改善計画書等を提出)

② 報酬 lこよる支払 (国責約 1/4)

③ 賃金改善期間後、報告 (処遇改善実績報告書を提出)

※要件を満たさなし場 合は、加算の振ニ

都
道
府
県
等



算0イメージヽ

新加葺
■対象 :介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇

改善の収入を充てること旋 きるよう柔軟な運用を認める。
■算定要件 :以下の要イ牛をすべて満たすこと。
>処遇改善カロ算(1)～ (Ⅲ )のいずれかを取得していること
>賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3は介護職員等燃 ―スアップ

等 (※ )の引上しずlこ使用することを要件とする。

※陸朝軒飼又は「決まつて毎月支払われる手当」

新力1算のイメ…ジ

新力1欝

―I●ふ工
軒れ服算

i‐rr.-4

新藤

■対象 :事業所が、①経験 a技能のある介護職員、②その他の

介護職員、③そ的 の職種に配分
■算定要件 :以下の要件をすべて満たすこと。
※介護福祉士の配置割合等I誌じて、加算率を三段階に設定。
>処遇改善加算(I)～ (Ⅲ )のいずれかを取得していること
>処遇改善加聟の職場環境等要件に関し、複数の取組を

考子つていること
>処遇改善加算に基づく取組(こついて、本一然 ―ジ掲載等を

通じた見える化を行つていること

1

P
切

1

螂鶉
特

改 特定処遇

改善加算

(Ⅱ )

H対象 :介護職員のみ
H算定要件 :以下のとおリキヤリ刀 玖 要件及び職場環境等要

件を満たすこと

<キャリアパス要件>
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整偏すること

②資質向上のための計画を策定して研修の

実施又lま研修の機会を確保すること

③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期

に昇給を判定する仕組みを設けること

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

<職場環境等要件>
賃金改善を除く、職場環境等の改善

加算 (Ⅲ )

キヤリアパス要イ牛のうち、

①or②を満たす
かつ

職場環境等要件
を満たす

カロ要事(Ⅱ )

キャ切 恢要件のうち、

①十②を満たす

かつ

職場環境等要件

を満たす

加算 (I)

キャリアプ(ス要イ牛のうち、

①十② +③を満たす

かつ

職場環境等要件

を満たす

処遇改善加算 (Ⅲ )

月額 1.5万 円相当餞)

特定処遇
改善加算 特定処遇

改善加算
(I)

R姦量J_J― 岱勘

処遇改善加算 (Ⅱ )

月額 2.7万円相当磋)

処遇改善加算 (I)

月頸3.7万 円相当幌)

特定処遇

改善加算

(I)

特定処遇

改善加算

(工 )

〔注 :事業所の総報酬に加算率 (サービス毎の介護職員数を踏まえて設定)を乗じた額を交付。〕



各都道府県介護保険担当課 (室 )

各市町村介護保険担当課 (窒 )

各介護保険 F美目係団体 往日中
← 厚生労働省老健局老人保健課

□
△

フ の内容

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善

加算及び介護職員等ベィスアツプ等支援加算に関

する基本的者え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示につしヽて

計42枚 (本紙を除く)

V61.1082

令和4年 6月 21 日

厚生労l動省老健局老人保健課

連絡先 TEL i03-5253-1111(内 線 3949、 3989)

FAX i03-3595-4010



老発 0621第 1号

令和 4年 6月 21日

各
都道府県知事

市 区 町 村 長
殿

厚生労働省老健局長

(公 印 省 田各 )

介護職員処遇改善力日算、介護職員等特定処遇改善加算

及び介護職員等ベースアンプ等支援加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について

介護職員の処遇改善については、介護職員処遇改善力日算 (以下「処遇改善力日算」

という。)の充実を図つてきたことに加え、令和元年 10月 には、経験・技能の

ある介護職員に重点化 した更なる処遇改善を行 うため、介護職員等特定処遇改

善力日算 (以下「特定力日算」とい う。)を創設 し、令和 3年度の介護報酬改定にお

いて処遇改善力日算及び特定力日算の見直しを行つたところである。

今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」 (令和 3年 11月 19日 閣

議決定)を踏まえ、令和 4年 10月 以降について令和 4年度介護報西lll改 定を行い、

介護職員の収入を3%程度 (月 額 9,000円 相当)ラ |き 上げるための措置を講じ

るため、介護職員等ベースアップ等支援加算 (以下「ベースアップ等加算」とい

う。)を創設した。

加算の取得については、「キ旨定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準」 (平成 12年厚生省告示第 19号)、 「指定施設サービス等に要する費用の

額の算定に関する基準」 (平成 12年厚生省告示第 21号)、 「指定地域密着型サ

ービ不に要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18年厚生労働省告示第 126

号)、 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」 (平成 18

年厚生労働省告示第 127号 )、 「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用

の額の算定に関する基準」 (平成 18年厚生労働省告示第 128号)及び「厚生労

働大臣が定める基準」 (平成 27年厚生労働省告示第 95号。以下「算定基準」と

いう。)において示 しているところであるが、今般、基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例を下記のとお りお示 しするので、ご了知の上、貴管内の関係団

体及び関係機関にその周知をお願いしたい。

なお、本通知は、令和 4年度のベースアンプ等加算に係る届出から適用するこ

ととし、「介護職員処遇改善力E算及び介護職員等特定処遇改善力日算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 (令和 3年 3月 16日

1
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老発 0316第 4号厚生労働省老健局長通知)は令和4年 9月 30日 をもつて廃止

する。

記

1 基本的考え方

処遇改善加算は、平成 23年度まで実施 されていた介護職員処遇改善交付金

(以下「交付金」という。)に よる賃金改善の効果を継続する観点から、平成

24年度から交付金を円滑に介護報酬に移行 し、交付金の姑象であった介護サ

ービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された。

このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者又は介護保

険施設 (以下「介護サービス事業者等」とい う。)は、原則 として交付金によ

る賃金改善の水準を維持することが求められる。

平成 27年度の介護報酉ナll改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇

用管理の改善をよリー層推進 し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形

成を行 うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等

を積極的に活用することにより、介護職員の社会的。経済的な評価が高まって

いく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組

がよリー層促進されるよう処遇改善加算を拡充した。

平成 29年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介

護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価

を含む賃金制度の整備 。運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びつ

いた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる処遇改善力日算

の拡充を行った。                      `
平成 30年度の介護報酬改定においては、処遇改善カロ算 (Ⅳ)及び (V)イこつい

て、要件の~部を満たさない事業者に対 し、減算された単位数での処遇改善カロ

算の取得を認める区分であることや、送該区分の取得率や報酬体系の簡素化

の観点を踏まえ、一定の経過措置期間を設け、これを廃止するとともに、処遇

改善加算の姑象となるサービスに、介護医療院サービス (及び介護医療院が行

う (介護予防)短期入所療養介護)を加えることとした。

令和元年 10月 の介護報酬改定においては、介護職員の確保・定着につなげ

ていくため、処遇改善加算に加え、特定加算を倉J設 し、経験 。技能のある介護

職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程

度において、一定程度他の職種の処遇改善も行 うことができる柔軟な運用を

認めることとし、更なる処遇改善を行つた。

令和 3年度の介護報酬改定においては、処遇改善力日算 (Ⅳ)及び (V)につい

2
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て、 1年間の経過措置期間を設定し廃止するとともに、特定力日算については、

平均の賃金改善額の配分について、介護職員間の配分ルールを見直すことと

した。あわせて、職場環境等要件について、介護事業者による職場環境改善の

取組をより実効性が高いものとする観点から見直しを行つた。

令和 4年 10月 の介護報酬改定においては、令和 4年 2月 から9月 までの介

護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善

カロ算及び特定加算に加え、ベースアップ等加算を創設 し、基本給等の引上げに

よる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行 うものであることを

十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行 うことができる柔軟な運用を

認めることとした。

なお、訪問看護、訪問 リィヽビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸

与並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅

療養管理指導、介護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援

については、処遇改善力日算等の算定対象外とする。

2 処遇改善力日算等の仕組みと賃金改善の実施等

(1)処遇改善力日算等の仕組み

処遇改善力日算、特定加算及びベースアップ等加算 (以下「処遇改善力口算等」

という。)は、サービス別の基本サービス費に各種力日算減算 (処遇改善力日算

等を除く。)を加えた 1月 当たりの総単位数に別紙 1別表 1のサービス別加

算率を乗 じて単位数を算定する。なお、処遇改善力口算等は、区分支給限度基

準額の算定姑象から除外される。            .
12)処遇改善力日算等の算定額に相当する賃金改善の実施

① 賃金改善の考え方について

介護サービス事業者等は、処遇改善力日算等の算定額に相当する介護職

員等の賃金 (基本給、手当、賞与等 (退職手当を除く。以下同じc)を含

む。)の改善 (以下 「賃金改善」という。)を実施 しなければならない。

賃金・L女善は、基本給(手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定し

た上で行 うものとする。この場合、7修)の 届出を行 う場合を除き、特定し

た賃金項目を含め、賃金水準 (賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を

低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、

基本給による賃金改善が望ましい。

具体的には、賃金改善は、処遇改善力日算 と特定力日算、ベースアップ等加

算による賃金改善とを区別 した上で、介護サービス事業者等における処

遇改善力E算等を取得 し実施される賃金改善額並びに各介護サービス事業

者の独 自の賃金改善額を除いた賃金の水準と、各介護サービス事業者の

3
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独 自の賃金改善額を含む処遇改善力日算等を取得 し実施される賃金の水準

との差分により判断する。

② 賃金改善に係る留意点

処遇改善力H算等を取得 した介護サービス事業者等は、処遇改善力日算等

の算定額に相当する賃金改善の実施 と併せて、取得する加算に応 じた基

準を満たす必要がある。なお、当該基準の達成に向けて取 り組む費用につ

いては、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれないも

のであることに留意すること。

a 処遇改善力日算

算定基準第 4号イ(η (以下「キャリアパス要件」という。)又はイ18)

(以下「職場環境等要件」という。)(以下「キャジアパス要件等」と

いう。)           |
b 特定力日算

算定基準第 4号の 2イ 15)(以下「介護福祉士の配置要件」という。)、

イ16)(以下「処遇改善力日算要件」という。)、 イ(η (以下「職場環境等

要件」という。)叉はイ18)(以下 「見える化要件」という。)

,c ベースアップ等加算

算定基準第 4号の 3イ (以下「ベースアップ等要件」という。)又は

ホ (以下「処遇改善力日算要件」という。)

3 計画書の作成
.“

(1)介護職員処遇改善加算

① 賃金改善計画の記載

処遇改善力日算を取得 しようとする介護サービス事業者等は、算定基準

第 4号イ12)に 定める介護職員処遇改善計画書を、次の一から四までに掲

げる事項について、別紙様式 2-1及び別紙様式 2-2に より作成する

こと。

一 処遇改善力日算の見込額 (別紙様式 2-1の 2(1)① )

(処遇改善力日算の見込額の計算 )

処遇改善加算の見込額=a× b× c× d(1円未満の端数切 り捨て)

a 一月当たりの介護報酌‖総単位数

処遇改善加算を取得する前年の 1月 から 12月 までの 12か月間の

介護報酬総単位数 (基本報酉lllサ ービス費に各種加算減算 (処遇改善加

算等を除く。)を加えた単位数)を 12で除したもの。なお、これに

より難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法によリー月

あたり介護報酉l‖総単位数を推定するものとする。
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b サービス別加算率 (別紙 1表 1)(1単 位未満の端数四捨五入)

c l単位の単価

d 賃金改善実施期間

二 賃金改善の見込額 (別紙様式 2-1の 2(1)② )

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改

善に要する見込額 (当 該賃金改善に伴 う法定福利費等の事業主負担の

増加分を含むことができる。)の総額 (aの額からbの額を差し引いた

額をいう。)であって、一の額を上回る額をいう。  1
a 処遇改善加算を取得 し実施される賃金の改善見込額を加えた介護

職員の賃金の総額 (特定加算、介護職員処追改善支援補助金及びべ

―スアップ等加算を取得 し実施される賃金の改善見込額を除く。)

b 前年度の介護職員の賃金の総額

処遇改善加算を取得する前年の 1月 から 12月 までの 12か月間の

介護職員の賃金の総額 (処遇改善加算等及び介護職員処遇改善支援

補助金を取得 し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者等
´

の独自の賃金改善額を除く。)。 なお、これにより難い合理的な理由

がある場合には、他の適切な方法により前年度の介護職員の賃金の

総額を推定するものとする。

三 賃金改善実施期間 (別紙様式 2-1の 212)⑤ )

原則 4月 (年度の途中で加算を取得する場合、当該力日算を取得した

月)か ら翌年の3月 までの期間をいう。

四 賃金改善を行 う賃金項目及び方法 (別紙様式 2-1の 2脩 ))

賃金改善を行 う賃金項 目 (増額若 しくは新設 した又はする予定であ

る給与の項 目の種類 (基本給、手当、賞与等)等 )、 賃金改善の実施時

期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項につ

いて可能な限り具体的に記載すること。また、処遇改善加算等を取得し

実施される賃金改善の他に、各介護サービス事業者等の独自の賃金改

善を行っている場合には、その内容を記載すること。

② キャリアパス要件等に係る記載

キャリアパス要件等については、取得する処遇改善力日算の区分に応じ

た事項を介護職員処遇改善計画書に記載すること。

(キ ャリアパス要件 I)

次のイ、口及びハを満たすこと。

イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応 じた任

用等の要件 (介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応 じた賃金体系 (一時金等の
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臨時的に支払われ るものを除 く。)について定めていること。

ハ イ及び口の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備

し、全ての介護職員に周知 していること。

(キ ャリアパス要件 Ⅱ)

次のイ及び口を満たす こと。

イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員 と意見を交換 しながら、資

質向上の目標及び一又は■に掲げる事項に関す る具体的な計画を策定

し、当該計画に係 る研修の実施又は研修の機会を確保 していること。

一 資質向上のための計画に沿つて、研修機会の提供又は技術指導等

を実施 (0」T、 OFF一JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行 う

こと。

二 資格取得のための支援 (研修受講のための勤務シフ トの調整、休暇

の付与、費用 (交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

ロ イについて、全ての介護職員に周知 していること。

(キ ャリアパス要件Ⅲ)

次のイ及び口を満たす こと。

イ 介護職員について、経験若 しくは資格等に応 じて昇給する仕組み又

は一定の基準に基づ き定期 に昇給 を判定す る仕組み を設 けているこ

と。具体的には、次の一か ら三までのいずれかに該当する仕組みである

こと。

〒 経験に応 じて昇給する仕組み

「勤続年数」や「経験年数」などに応 じて昇給する仕組みであるこ

と。

二 資格等に応 じて昇給する仕組み

「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応 じて昇給す

る仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有 して当該事業者や

法人で就業す る者についても昇給が図 られる仕組みであることを要

する。

三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みで

あること。ただ し、客観的な評価基準や昇給条件が明文化 されている

ことを要する。

ロ イの内容にっいて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備 し、全

ての介護職員に周知 していること。

(職場環境等要件 )

届出に係 る計画の期間中に実施する処遇改善 (賃金改善を除く。)の内

6
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容 (別紙 1表 4参照)を全ての介護職員に周知 していること。

(処遇改善力日算の算定要件 )

取得する処遇改善力日算の区分に応 じた要件を満たす こと。

イ ー処遇改善加算 (I)イこついては、キャリアパス要件 I、 キャリアパス要

件 Ⅱ、キャ リアパス要件Ⅲ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。

口 処遇改善力日算 (Ⅱ )については、キャリアパス要件 I、 キャリアパス要

件 Ⅱ及び職場環境等要件の全てを満たす こと。

ハ 処遇改善加算 (Ⅲ )については、キャリアパス要件 I又はキャリアパ

ス要件 Ⅱのいずれかを満たす ことに加 え、職場環境等要件を満たすこ

と。

12)介護職員等特定処遇改善力日算

① 配分対象 と配分方法

一 賃金改善の対象 となるグループ

特定加算による賃金改善を行 うに当た り、経験・技能のある介護職員

を定義 した上で、介護サー ビス事業所等に従事する全ての職員を以下

のグループに割 り振 ること。

a 経験・技能のある介護職員

介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員 と認められる者

をい う。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する

法人等における勤続年数 10年以上の介護職員を基本 としつつ、他の

法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の

裁量で設定することとする。

b 他の介護職員

経験・技能のある介護職員を除 く介護職員をい う。

c その他の職種

介護職員以外の職員をい う。

二 事業所における配分方法

実際の配分に当たっては、一 a～ cそれぞれにおける平均賃金改善

額等について、以下のとお りとすること。この場合、二 a～ c内での一

人ひ とりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能であること。

a 経験・技能のある介護職員の うち 1人以上は、賃金改善に要する費

用の見込額が月額平均 8万円 (賃金改善実施期間における平均 とす

る。以下同 じ。)以上又は賃金改善後の賃金の見込額 (処遇改善力日算

等及び介護職員処遇改善支援補助金 を取得 し実施 される賃金改善の

見込額を含む。)が年額 440万円以上であること (現に賃金が年額

440万 円以上の者がいる場合にはこの限 りでない。)。 ただ し、以下

7

-23-



の場合など例外的に当該賃金改善が困難な場合は、合理的な説明を

求めることとすること。

・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
。 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引

｀  き上げることが困難な場合

・ 8万円等の賃金改善を行 うに当たり、これまで以上に事業所内の

階層・役職やそのための能力や処遇を明確化することが必要にな

るため、規程の整備や研修 と実務経験の蓄積などに一定期間を要す

る場合

b 当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要す

る費用の見込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用の

見込額の平均と比較 し高いこと。

c 他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他

の職種の賃金改善に要する費用の見込額の 2倍以上であること。た

だし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額の見

込額を上回らない場合はこの限りでないこと。

d その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額 (介護職員処遇改善支

援補助金及びベースアップ等加算を取得 し実施 される賃金改善の見

込額を含む。)が年額 440万 円を上回らないこと (賃金改善前の賃金

(介護職員処遇改善支援補助金及びベースアップ等加算を取得 し実

施された賃金改善額を含む。)がすでに年額 440万 円を上回る場合に

は、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない。)。

② 賃金改善計画の記載

特定加算を取得 しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第 4

号の 2イ 12)に 定める介護職員等特定処遇改善計画書を、次の一から六ま

でに掲げる事項について、別紙様式 2-1及 び別紙様式 2-3に より作

成すること。

一 特定力日算の見込額 (別紙様式 2-1の 2(1)① )

3(1)①一の規定を準用する。

二 賃金改善の見込額 (別紙様式 2-1の 2(1)② )

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改

善に要する見込額 (当 該賃金改善に伴 う法定福利費等の事業主負担の

増加分を含むことができる。)の総額 (aの額からbの額を差し引いた

額をいう。)と し、一の額を上回る額でなければならない。

a 特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総

額 (処遇改善力田算、介護職員処遇改善支援補助金及びベースアップ等
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力口算を取得 し実施される賃金改善額を除く。)

b 前年度の賃金の総額

特定加算を取得する前年の 1月 から 12月 までの 12か月間の賃金

の総額 (処遇改善加算等及び介護職員処遇改善支援補助金を取得し

実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者等の独自の賃金改

善額を除く。)と なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、

他の適切な方法により前年度の賃金の総額を推定するものとする。

三 グループ毎の平均賃金改善額 (別紙様式 2-1の 213)⑦ )

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改

善に要する見込額のグループ毎の平均額 (aの額をb及び六の賃金改

善実施期間で除して算出した額)をいう。

a ―の特定加算の見込額

b 前年度の一月当たり常勤換算職員数 (小数点第 2位以下切 り捨て)

. (原則として、当該計画書を提出した前月の常勤換算職員数をいう。

ただし、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数によ

る算出も可能とする。)

四 前年度のグループ毎の平均賃金額 (月 額 )

特定力日算を取得する前年度のグループ毎の平均賃金額 (月 額)(aの
額をbで除した額)をいう。 (実績報告書においてグループ毎の平均賃

金改善額を確認するために用いるもの。 )

a 前年度の賃金の総額

加算を取得する前年の 1月 から 12月 までの 12か月間の賃金の総

額 (処遇改善加算等及び介護職員処遇改善支援補助金を取得し実施
イ される賃金改善額及び各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額

を除く。)。

b 前年度の常勤換算職員数 (小数点第 2位以下切 り捨て)

加算を取得する前年の 1月 から 12月 までの 12か月間の常勤換算

職員数 (その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数によ

る算出も可能。)

五 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額 8万円の改善又は改善後の

賃金が年額 440万 円以上となつた者の見込数 (改善後の賃金について

は、処遇改善力日算等及び介護職員処遇改善支援補助金を取得 し実施さ

れる賃金改善の見込額を含む。)

六 賃金改善実施期間 (別紙様式 2-1の 213)③ )

3(1)①三の規定を準用する。

③ 賃金改善を行 う賃金項目及び方法 (別紙様式 2-1の 2脩))
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賃金改善を行 う賃金項 目 (増額若 しくは新設 した又ヤまする予定である

給与の項目の種類 (基本給、手当、賞与等)等 )、 賃金改善の実施時期や

対象職員、平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体

的に記載すること。なお、「経験・技能のある介護職員」の基準設定の考

え方については、必ず記載すること。また、処遇改善加算等の他に、各介

護サービス事業者等の独自の賃金改善を行つている場合には、その内容

を記載すること。

④ 賃金改善以外の要件に係る記載

取得する特定力日算の区分に応 じ、次に掲げる要件について、加算の算定

要件に応 じて、介護職員等特定処遇改善計画書に記載すること。

(職場環境等要件)(別紙様式 2-1の 4)

届出の計画に係 る計画の期間中に実施する処遇改善 (賃金改善を除

く。)の内容を全ての職員に周矢日していること。この処遇改善については、

複数の取組を行 うこととし、別紙 1表 4の「入職促進に向けた取組」、「資

質の向上やキャリアアップに向けた支援」へ「両立支援・多様な働き方の

推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改

善の取組」及び「や りがい 。働きがいの醸成」の区分ごとに 1以上の取組

を行 うこと。なお、処遇改善力日算と特定力日算において、異なる取組を行 う

ことまでを求めるものではないこと。

(介護福社士の配置等要件)l丹町紙様式 2-1の 213)⑤ )

サービス提供体制強化加算の (I)又 は (Ⅱ )の 区分 (訪問介護にあつて

は特定事業所加算 (I)又は (H)、 特定施設入居者生活介護等にあつては

サービス提供体制強化加算 (I)若 しくは (Ⅱ )又は入居継続支援加算 (I)

若しくは (H)、 地域密着型通所介護 (療養通所介護費を算定する場合)に

あつてはサービス提供体制強化加算 (Ⅲ )イ 又は (Ⅲ )口 、介護老人福祉施

設等にあつてはサービス提供体制強化加算 (I)若 しくは (Ⅱ )又 は日常生

活継続支援力日算 (I)若 しくは (Ⅱ ))の届出を行つていること。

(処遇改善加算要件)l男町紙様式 2-1の 213)③ )

処遇改善加算 (I)か ら(Ⅲ )ま でのいずれかを算定していること (特定

加算と同時に処遇改善力日算に係る計画書の届出を行い、算定される場合

を含む。)。

(見える化要件)(別紙様式 2-1の 5)

特定加算に基づく取組について、ホームページヘの掲載等により公表

していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定

加算の取得状況を報告 し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内

容を記載すること。
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当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者の

ホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

なお、当該要件については、令和 3年度は算定要件とはされない。

(特定加算の算定要件)

加算を取得するに当たっては、取得する処遇改善力日算の区分に応 じた

要件を満たすこと。

イ 特定加算 (I)については、介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要

件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。

口 特定力日算 (Ⅱ )については、処遇改善力日算要件、職場環境等要件及び見

える化要件の全てを満たすことを

俗)介護職員等ベマスアップ等支援加算

① 賃金改善計画の記載

ベースアップ等加算を取得 しようとする介護サービス事業者等は、算

定基準第 4号の 3口 に定める介護職員等ベースアップ等支援計画書を、

久の一から五までに掲げる事項について、別紙様式 2-1及び別紙様式

2-4に より作成すること。
エ ベースアップ等力日算の見込額 (別紙様式 2-1の 2(1)① )

3(1)①一の規定を準用する。

二 賃金改善の見込額 (別紙様式 2-1｀の 2(1)② )

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改

善に要する見込額 (当該賃金改善に伴 う法定福禾ば費等の事業主負担の

増力日分を含むことができる。)の総額 (aの額からbの額を差し引いた

額をい う。)であって、一の額を上回る額をいう。

a ベースアップ等加算を取得 し実施される賃金の改善見込額を加え

た賃金の総額 (処遇改善力日算、特定加算及び介護職員処遇改善支援

補助金を取得 し実施される賃金の改善見込額を除く。)

b 前年度の賃金の総額

ベースアップ等加算を取得する前年の 1月 から 12月 までの 12か

月間の賃金の総額 (処遇改善加算等及び介護職員処遇改善支援補助

金を取得 し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者等の独

自の賃金改善額を除く。)。 なお、これにより難い合理的な理由があ

る場合には、他の適切な方法により前年度の賃金の総額を推定する

ものとする。

三 ベエスアップ等による賃金改善の見込額等 (別紙様式 2-1の 2惚 )

⑤ )

二のうち、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによる賃
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金改善に要する見込額及び他の賃金項 目による賃金改善に要する見込

額であって、介護職員 とその他の職員毎の総額をいう。

四 賃金改善実施期間 (別紙様式 2-1の 2像)⑥ )

原則 4月 (令和 4年度にあつては 10月 。年度の途中で加算を取得す

る場合、当該加算を取得した月)か ら翌年の3月 までの期間をいう。

五 賃金改善を行 う賃金項目及び方法 (別紙様式 2-1の 2脩 ))

賃金改善を行 う賃金項目(増額若 しくは新設 した又はする予定である

給与の項目の種類 (基本給、手当、賞与等)等)、 賃金改善の実施時期

や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項につい

て可能な限 り具体的に記載すること。

② その他の要件に係る記載

ベースアップ等要件及び処遇改善加算要件について、介護職員等ベー

スアップ等支援計画書に記載すること。

(ベースアップ等要件)l月可紙様式 2-1の 2惚)⑤ )

賃金改善の合計額の 3分の 2以上は、基本給又は決まって毎月支払わ

れる手当の引上げに充てること。

(処遇改善力日算要件)l男町紙様式 2-1の 2阻)③ )

処遇改善力日算 (I)か ら(Ⅲ )ま でのいずれかを算定していること (ベー

スアップ等加算 と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定

される場合を含む。)。

(ベースアップ等加算の算定要件)

ベースアップ等要件及び処遇改善力日算要件を満たすこと。

4 実績報告書等の作成

(1)介護職員処遇改善力日算

処遇改善力日算を取得 した介護サービス事業者等は、算定基準第 4号イ阻)

の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の

翌々月の末 日までに、都道府県知事等に姑して、別紙様式 3-1及び 3-2
の介護職員処遇改善実績報告書を提出し、 2年間保存することとする。

一 処遇改善力日算の総額 (別紙様式 3-1の 2① )

三 賃金改善所要額 (別紙様式 3-1の 2② )

各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改

善に要 した費用 (当該賃金改善に伴 う法定福利費等の事業主負担の増加

分に充当した場合は、その額を含む。)の総額 (aの額からbの額を差し

引いた額をい う。)であって、一の額以上の額を記載する。

a 介護職員に支給 した賃金の総額 (特定加算、介護職員処遇改善支援補
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助金及びベースアジプ等加算を取得 し実施される賃金改善額を除く。)

b 前年度の賃金の総額 (3(1)①二 bの額)

三 職場環境等要件に基づいて実施した取組 (別紙様式 3-1の 2⑥ )

磁)介護職員等特定処遇改善力日算

特定加算を取得 した介護サービス事業者等は、算定基準第 4号の 2イ 惚)

の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあつた月の

翌々月の末 日までに、都道府県知事等に対 して、別紙様式 3-1及び 3-2
の介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出し、 2年間保存することとす

るも

一 特定力日算の総額 (別紙様式 3二 1の 2①)

二 賃金改善所要額 (別紙様式 3-1の 2② )

各介護サー ビス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改

善に要 した費用 (当 該賃金改善に伴 う法定福利費等の事業主負担の増加

分に充当した場合は、その額を含む。)の総額 (aの額からbの額を差し

引いた額をい う。)であって、一の額以上の額を記載する。

a 職員に支給 した賃金の総額 (処遇改善力日算、介護職員処遇改善支援補

助金及びベースアンプ等加算を取得 し実施される賃金改善額を除く。)

b 前年度の賃金の総額 (3似)②二 bの額)

三 グループ毎の平均賃金改善額 (別紙様式 3-1の 2③ )

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善

に要するグループ毎の平均額 (aの額をbで除したもの。)か らcの額を

差し引いたものをいう。

a 各グループにおける、職員に支給 した賃金の総額 (処遇改善力日算、介

護職員処遇改善支援補助金及びベースアンプ等加算を取得し実施され

る賃金改善額を除く。)

b 当該グループの対象人数 (原則 として常勤換算方法によるものとす

る。ただし、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数に

よる算出も可能とする。)

c 前年度のグループ毎の平均賃金額 (月 額)(312)②四の額)

四
/「

経験 。技能のある介護職員」のうち、月額 8万円の改善又は改善後の

賃金が年額 440万円以上となった者の数 (当該者を設定できない場合は

その理由を記載すること。改善後の賃金については、処遇改善力日算等及び

介護職員処遇改善支援補助金を取得 し実施される賃金改善額を含む。)

(別紙様式 3-1の 2④ )

五 職場環境等要件に基づいて実施 した取組 (別紙様式 3-1の 2⑥ )

俗)介護職員等ベースアジプ等支援加算

13

-29-



ベースアップ等加算を取得 した介護サービス事業者等は、算定基準第 4

号の 3二の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあつ

た月の翌々月の末 日までに、都道府県知事等に対して、別紙様式 3-1及び

3-3の介護職員等ベー不アップ等支援実績報告書を提出し、 2年間保存

することとする。

一 ベースアップ等加算の総額 (別紙様式 3-1の 2① )

二 賃金改善所要額 (別紙様式 3-1の 2② )

各介護サエビス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改

善に要した費用 (当 該賃金改善に伴 う法定福利費等の事業主負担の増加

分に充当した場合は、その額を含む。)の総額 (aの額からbの額を差し

引いた額をい う。)であって、一の額以上の額を記載する。

a 職員に支給 した賃金の総額 (処遇改善力日算、特定力日算及び介護職員処

遇改善支援補助金を取得し実施される賃金改善額を除く。 )

b 前年度の賃金の総額 (3儒)①二 bの額)

三 ベースアップ等による賃金改善額等 (別紙様式 3-1の 2⑤ )

二のうち、基本給又は決まつて毎月支払われる手当の引上げによる賃

金改善額及び他の賃金項 目による賃金改善額であって、介護職員 とその

他の職員毎の総額をいう。

届出内容を証明する資料の保管及び提示

処遇改善加算等を取得 しようとする介護サービス事業者等は、計画書の提

出に当たり、計画書のチェックリス トを確認するとともに、記載内容の根拠と

なる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあつた

場合には速やかに提示 しなければならない。

イ 労働基準法 (日召和 22年法律第 49号 )第 89条に規定する就業規則 (賃金・

退職手当・臨時の賃金等に関する規程、3(1)② のうちキャリアパス要件 Iに

係る任用要件及び賃金体系に関する規程、 3(1)②のうちキャリアパス要件

Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則 と別に作成 している場合に

は、それらの規程を含む。以下 「就業規則等」という。)

口 労働保険に加入 していることが確認できる書類 (労働保険関係成立届、労

働保険概算 。確定保険料申告書等)

6 者る道府県知事等への届出

(1)処遇改善力日算等の届出

処遇改善力日算等を取得し,よ うとする介護サービス事業者等は、処遇改善

加算等を取得する月の前々月の末日 (令和4年度に4月 又は5月 から処遇

5
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改善力日算及び特定加算を取得 しようとする場合は、令和 4年 4月 15日 。)

までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在す

る都道府県知事等 (当 該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知

事である場合は都道府県知事 とし、当該介護サービス事業所等の指定等権

者が市町村長 (特別区長を含む。以下同じ。)である場合は市町村長とする。

以下同じ。)に提出するものとする。

12)複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例

別紙様式 2-2、 2-3又 は 2-4に含まれる介護サービス事業者等の

指定権者である都道府県知事等に、別紙様式 2-1か ら2-4を届け出な

ければならない。

7 者Б道府県知事等への変更等の届出

(1)変更の届出

介護サー ビス事業者等は(処遇改善加算等を取得す る際に提出した計画

書に変更 (次の①か ら⑥までのいずれかに該当する場合に限る。)が あつた

場合には、次の①から⑥までに定める事項を記載 した別紙様式 4の変更に

係る届出書 (以下 「変更届出書」という。)を届け出ること。

また、⑤及び⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を晃出する際

に、⑤及び⑥に定める事項を記載 した変更届出書をあわせて届け出ること。

① 会社法 (平成 17年法律第 86号)の規定による吸収合併、新設合併等

により、計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様

式 2-1を提出すること。

② 複数の介護サービス事業所等について一括 して申請を行 う事業者にお

いて、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減 (新規指定、廃止

等の事由による。)があつた場合は、変更届出書及び以下に定める書類を

提出すること。

・ 処遇改善力日算については、別紙様式 2-1の 2(1)及び121並びに別紙様

式 2-2

・ 特定加算については、別紙様式 2-1の 2(1)及 び(創並びに別紙様式 2

-3

・ ベースア ップ等加算については、別紙様式 2-1の 2(1)及び個並びに

別紙様式 2-4
③ キャ リアパス要件 に関す る適合状況に変更 (該当する処遇改善加算の

区分に変更が生 じる場合に限る。)が あつた場合は、キャリアパス要件の

変更に係 る部分の内容を変更届出書に記載 し、別紙様式 2-1の 2(1)及

び12)並びに 3及び別紙様式 2T2を 提出すること。
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④ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加

算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士の配置等要件の変更に係る

部分の内容を変更届出書に記載 し、別紙様式 2-1の 2(1)及 び12)並びに

別紙様式 2-2を提出すること。

なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせ

ないことにより、入居継続支援加算や 日常生活継続支援加算を算定でき

ない状況が常態化 し、3か月以上継続 した場合も、同様に変更の届出を行

うこと。

⑤ 就業規則を改正 (介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、

当該改正の概要を変更届出書に記載すること。

⑥ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更 (処遇改善加算 (Ⅲ )を算

定している場合におけるキャリアパス要件 I、 キャリアパス要件Ⅱ及び

職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があつた場合は、

キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載するこ

と。

12)特別事情届出書                         ,
事業の継続を図るために、職員の賃金水準 (加算による賃金改善分を除

く。以下この 7において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行 う場合には、

以下の①から④までの事項を記載 した別紙様式 5の特別な事情に係る届出

書 (以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。なお、年度を超え

てヽ介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善力日

算等を取得するために必要な届出を行 )際に、特別事情届出書を再度提出

する必要がある。

① 処遇改善加算等を取得 している介護サービス事業所等の法人の収支

(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減

少等により経営が悪化 し、一定期間にわたつて収支が赤字である、資金繰

りに支障が生 じる等の状況にあることを示す内容

②  介護職員 (特定力日算及びベースアップ等加算を取得しヽその他の職種

を賃金改善の姑象 としている介護サービス事業所等については、その他

の職種の職員を含む。 (以下この 7において同じ。))の賃金水準の引き

下げの内容

③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得

ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

8 処遇改善カロ算等の停止

16

-32-



`都道府県知事等は、処遇改善力日算等を取得する介護サービス事業者等が但)

又は12)に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算等の一部若 しくは全

部を不正受給として返還 させること又は処遇改善力日算等を取 り消すことがで

きる。

なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等 (法人で

ある場合に限る。)であつて一括 して計画書を作成 している場合、当該介護サ

ービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応 じて監査等を連携し

て実施すること。指定権者間の協議に当たつては、者Б道府県が調整をすること

が望ましい。

(1)処遇改善力日算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水

準の引き下げを行いながら712)の 特別事情届出書の届出が行われていない

等、算定要件を満たさない場合

(劾 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

9 処遇改善力日算等の取得要件の周知・確認等について

都道府県等は、処遇改善力日算等を算定している介護サービス事業所等が処

遇改善力日算等の取得要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運

用に努められたい。

(1)賃金改善方法の周知について

処遇改善加算等の届出を行つた事業所は、当該事業所における賃金改善

を行 う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則

等の内蓉についても職員に周知すること。

また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があっ

た場合は、当該職員についての賃金改善の内蓉について、書面を用いるなど

分かりやすく回答すること。

(朗 介護職員処遇改善計画書等について

都道府県等が介護サービス事業者等から計画書を受け取る際は処遇改善

加算等の「見込額」と「賃金改善の見込額」を、実績報告書を受け取る際は

処遇改善力日算等の「加算総額」と「賃金改善所要額」を比較 し、必ず「賃金

改善の見込額」や 「賃金改善所要額」が上回つていることを確認すること。

また、
。 特定力日算については、グループごとの 「平均賃金改善額」

・ ベースアップ等加算については、介護職員及びその他の職員の「ベース

アップ等による賃金改善の見込額等」

についても、同様に確認すること。

13)労働法規の順守について

17
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処遇改善力日算等の目的や、算定基準第 4号イ脩)を踏まえ、労働基準法等を

遵守すること。

10 その他

(1)介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について

令和元年度の「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」 (以

下「専門委員会」とい う。)における議論や中間取 りまとめの趣旨を踏まえ、

処遇改善力日算等の様式の取扱いについては以下の通 りとする|こ と。

① 別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。

② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者

等が適切に保管 していることを確認 し、都道府県等からの求めがあった

場合には速やかに提出することを要件 として、届出時に全ての介護サー

ビス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。

③ 別紙様式について押印は要しないこと。

なお、更なる負担軽減を図る観点から、令和 3年度の専門萎員会における

議論等を踏まえ、

・ ベースアップ等加算の創設に伴い、改めて、処遇改善力日算と特定力日算、
ベースアップ等加算に係る一本化した様式の策定

。 一本化に伴い、晃出する加算の種類に応 じて記入すべき項目を明示する

仕様の導入

・ 計画書に変更があつた場合の変更届出書に係る様式の策定

を行つているQ

12)処遇改善力日算等の取得促進について

介護サービス事業者等における処遇改善加算等の新規取得や、より上位

の区分の取得に向けた支援を行 う「介護職員処遇改善加算等の取得促進支

援事業」を適宜活用されたい。また、国が当該事業を行 うに当たつては、協

力を御願いしたい。

偲)介護事業所に対する雇用管理の改善に係る相談・援助支援について

介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、雇

用管理の改善等は重要であることから、 (公財)介護労働安定センターでは

事業主に対する雇用管理の改善等に関する相談・援助を実施 している。処遇

改善力日算取得につながる就業規則や賃金規程の作成等の相談・援助も行つ

ていることから適宜案内されたい。

なお、介護サービス事業者等に対する集団指導の場において、 (公財)介
護労働安定センターから雇用管理改善に向けた支援策の説明等を行 うこと

も可能であることを申し添える。

18
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別紙 1

ビ ス

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定
処遇改善力口算

キャリアパス要件等の適
合状況に応 じた加算率

サー ビス提供 l不

制強化加算等の

算定状況に応 じ
た加範率

介護職
員処遇
改善加

算
(I)

に該当
(ア )

介護職
員処遇
改善カロ

算
(Ⅱ )

に該当
(イ )

介護職
員処遇
改善力口

算
(Ⅲ )

に該当
(ウ )

改善加
算

介護職
員等特
定処遇

(I)
に該当

介護職
員等特
定処遇
改善加

算
(Ⅱ )

に該当

介護職員等
ベースアップ等

支援加算
サービス区分

5.5貿 6.3% 4.2γ 2.4%訪問介護 13,7% 10,0%

6.3% 4.2X 2.4%夜間対応型訪関介護 13.7% 10.0% 5.5γ

13,7% 10.0% 5.5% 6,3% 4.2γ 2.4%定期巡回・随時対応型訪聞介護看護

5.8% 4.2% 2.3% 2.1% 1.5γ 1,1%(介護予防)訪問入浴介護

5,9% 4.3% 2.3% 1.2% 1,Oγ 1.1%通所介護

5。 9% 4.3% 2,3% 1.2% 1.OV 1,1%地域密着型通所介護

4,7% 3.4% 1.9% 2.0% 1.7% 1,0%(介護予防)通所 リハビリテーション

6.0% 3.3% 1.8% 1.2% 1.5%(介護予防)特定施設入居者生活介護 8.2γO

6.0% 3.3% 1.8% 1.2% 1.5%地域密着型特定施設入居者生活介護 8.2%

4.2% 3.10/。 2.4% 2.3%(介護予防)認知症対応型通所介護 10,4% 7.6%

1.2% 1.7%(介護予防)月 規ヽ模多機能型居宅介護 10.2% 7,4% 4.1% 1.5%

1.2% 1.7%看護小規模多機能型居宅介護 10,2% 7.朝 4。 1% 1:5%

2.3%(介護予防)認知症対応型共同生活介護 11,1% 8,1% 4.5% 3.1% 2,3%

8.3% 6.朗 3.3% 2.7% 2,3% 1.6%介護福祉施設サービス

3.3% 0.0% 3.3% 2.7% 2.3γ。 1.6,l地域密着型介護老人福祉施設

8.3% 6.0% 3,3% 2.7% 2,3% 1,6%(介護予防)短期入所生活介護

3.9% 2.9% 1.6% 2.1% 1.7% 0.8%介護保健施口受サービス

3.9貿 2.9% 1.6% 2.1% 1.711 0.8%(介護予防)短期入所療養介護 (老健)

2.6y 1.9% 1.091 1.5% 1.1% 0.5%介護療養施設サービス

2.6X 1.9% 1.0% 1.5% 1.1% 0.5%
(介護予防)短 期入所療養介護
(病院等 (老健以外))

2.6γ 1.9男 1.0% 115% 1.1% 0.5X介護医療院サービス

1,5% 1.1% 0.5γ(介護予防)短期入所療養介護 (医療院) 216γ 1.9% 1,0%

2 ― ビス

加算率サービス区分

0%
(介護予防)訪問看護、 (介護予防)訪問リハビリテーション、 (介護予防)福祉用

具貸与、特定 (介護予防)福社用具販売、 (介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護
支援、介護予防支援     。
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表 3-1 キャ リアパス の じた <処遇 >

表 3-2 サービス晃供イ本制強化加算等の算定状況に応 じた加算率<特定力日算>

4

介護職員処遇改善加算 (I)
3-(1)一 ②のキャリアパス要件 I、 キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要
件Ⅲ、職場環境等要件の全てを満たす対象事業者

介護職員処遇改善力日算 (Ⅱ )

3-(1)一 ②のキャリアパス要件 I、 キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要

件の全てを満たす対象事業者

介護職員処遇改善力日算 (Ⅲ )

)一②のキャリアパス要件 I又はキャリアパス要件Πのどちらかを満
に加え、職場環境等要件を満たす対象事業者

１

と

ぐ

こ
一
す

３
た

介韮職員等特定処遇改善
!日

算 (II津
― (2)一④の介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要件、職場環境等要
及び見える化要件の全てを満たす対象事業者

ω樗介護職員等特定処遇改善加算
満たす紺象事業者

― (2)一④の処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全て

区分 内容

法人や事業所の経営理念やケア方針。人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確イヒ

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

他産業からの転職者て主婦層、中高年齢者等、経験者。有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組み
の構築

入職促進に向けた取組

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

働きながら介護福れL士取得を目指す者に対する実務者研惨受講支援や、より専門性の高い介護技術を
取得しようとする者に対する喀荻吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジ
メント研修の受講支援等

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター (仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

上位者・担当者等に(kるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定翔的な相談の機会の確保

資質の向上やキャリアアップに向けた支
援

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための体業制度等♂)充実、事業所内証児施設の

整備

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職
員から正規職員への転換の制度等の整備

有給休暇が取得しやすい環境の整備

両立支援・多様な働き方の推進

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓日の設置等相談体制の充実

介護職員の身llヽの負担軽成のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及
び研修等による腰痛対策の実施

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康

管理剌策の実施

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故・トラブィレヘの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

腰痛を含む心身の健康管理

タル ット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量
の縮減

高齢者の活躍 (居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介
護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化  ′

5S活壼力(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとつたもの)等の実践による職場
環境の整備

業務手I贋書の作成や、記録・報告様式の工夫等による庸報共有や作業負担の軽放

生産性向上のための業務改善の取組

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきをE'占まえた勤務環
筑やケア内容の改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

やりがい。働きがいの醸成
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別紙様式2-1

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善力日算・介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇改善計画書 (令和  年度)

1基本情報<共通>

2賃金改善計画について<共通>
(1)加算額を上回る賃金改善について

,本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、 人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得る。
・(1)では以下の要件を確認しており、オレンジセルが「○ |でない場合、加算取得の要件を満たしていない。

I 介護職員の賃金について、処遇改善加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を L回ること
]介護職員その他の職員の賃金について、特定加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること
Ⅲ 介護職員その他の職員の賃金について、ベースアップ等加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること

処遇改善加算 特定加算 ベースアッブ等加算

0 令和 年度の加算の見込額 円 円 円

実施される賃金改善額及び独自の賃金改
1 2

(ア )前年度の賃金の総額

(イ)前年度の処遇 算の総額

(ウ )前年度の特定加算の総額
― ス

―ビス事業者等の

独自の賃金改善額

円 円 円

(1)
円

(2)
円

(3)
円

【基準額1】

円

【基率額2】

円

【基準額3】

円

(4) 円 (5) 円 (6) 円

(7) 円 (a) 円 (9) 円

(10) 円 (11) 円 (12) 円

(13)
円

(14)

円
(15)

円

円 円 円

【賃金の総額に係る記入上の注意】
・(1)には、処遇改善加算の算定のみにより賃金改善を行つた場合の介護職員の賃金総額 (見 込額)を記救すること。(すなわち、特定加算、処遇改善支援

補助金及びベースアンプ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。)

・ (2)には、特定加算の算定のみにより賃金改善を行つた場合の賃金総額 (見込額)を記載すること。(すなわち、処遇改善加算、処遇改善支援補助金及び
ベースアップ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載することっ)

・(3)には、ベースアップ等加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の賃金総額 (見込額)を記載することc(すなわち、処遇改善加算、特定加算及び

処遇改善支援補助金を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記哉することコ)

・ (4)こは、介護職員のみのイ
責金l')総額を記載すること。

・ (5)には、事業所に従事するすべての職員 (介護耳哉員及びその他の職種)の賃金の総額を記載すること。 1

'(6)には、ベーースアップ等加算の配分対象が介護職員のみである場合、介護職員のみの賃金の総額を記載することとし、原則として(4)と 同一の数値を記

載すること。また、ベースアップ等加算の配分対象にその他の職種を含む場合、事業所に従事するすべての職員 (介護職員及びその他の職種)の賃金
の合計額を記鴬比することとし、原則として(5)と 同一の数値を記載すること。

・ (1)～ (6)には、それぞれの加算による賃金改善を行つた場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

【加算の総額に係る記入上の注意】
・ (7)～ (15)は 、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」「介護職員処遇改善支援補助金 支払額

通知書」に基づき記載すること。

・ (10)(13)に は、前年度の特定加算・ベースアンプ等加算の総額のうち、介護職員に支払われた加算額のみを記載し、(11)(12)(14)(15)に は事業所に従事
するすべての職員 (介護職員とその他の職種)に支払われた加算額 (加算額の総額)を記載すること。

【独自の賃金改善額に係る記入上の注意】
・② I)(オ )の 独自の賃金改善額とは、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分 (初 めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行つたものに

限る。処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算に係るものを除く。)をいうものであり、「(5)ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、
特定加算及びベースアンブ等加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

提出先

フリガナ

法人名

法人所在地

T

フ リガ す

書類作成担当者

連絡先 電話番号 FAX番号 E―m江1

【本計画書で提出する加算】 ※取得予定の力口算について「OJ、 取得しない加算イとついて「×Jを選択すること。

介護職員処遇改善力H算 (処遇改善加舛) 介護職員等特定処遇改善加算鉛定力R算 ) 介謹職員等ベースアップ等支援加算 l´
、―スアップ軒加算)

ベ ー特定加算を算定している事業所が、
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①処遇改善加算の見込額/②賃金改善の見込額 別紙様式2-12(1)のとおり

別紙様式2-2の とおり③算定する処遇改善加算の区分/④処遇改善力日算の算定対象月

令和   年   月 令莉    年   月 (  か月 )⑤賃金改善実施期間

①特定力日算の見込額/②賃金改善の見込額 別紙様式212(1)の とおり

別紙様式2-2の とおり③処遇改善加算の士i又得状況

④算定する特定力日算の区分/⑤介護福社士の配置等要件 (サービス提供体制強化加算
等の届出情報)/⑥特定力日算の算定対象月

別紙様式2-3の とおり

月額平均8万円の賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額440万 円となる者

(「月額平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万 円以上となる者Jを設定できない場合その理由)

□ 小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。

□ 職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで賃金を引き上げることが困難であるためっ

□盟懃 厳寝橿詩整濡爺 ≧霧牲涙岩墓署雑た三蒼藪禽写蜜ξ剰
にあ/p者 に求められる能力や処遇を明閻ヒする

匠]その他(

他の介護職員(B) その他の職種(C)⑦ 平均賃金改善額

の
円 円 円

人 人

人 人

円

円 )

円 ) 円 ) (

方法に年度の一月当たりの常勤換算
より算出した職員数から算出し

つ 彰し※予定 に てヽ選て し るヽ配分方法
と

当※ 込額と前見 実施(A)(B)(C)全て◎

た 人 円 ) ( 円 ) ( 円 )

( 円 ) ( 円 )

1)前年度の常勤換算職員数(う

苗)前年度の一月当たりの常勤換算職員数(♪

円 円市)前年度のグルーブ毎の平均賃金額(月 額)【 基準額4】 (h)/①

円

円 )

円 円

円 )

円 円

円

円

(見込 )

円

)

O rA)の み実施

(
v)グループ毎の平均賃金改善額
(月 額)(g)/6)/は )

O IA)及び(B)を 実施

(

円

円 )

当たり配分額(月 額)。 (括弧内はグルー

プ毎に配分可能な加算総額(年額)) O上 記以外の方法で実施

(     円 )

令和   年   月 令和   年   月 (  か月 )③ 賃金改善実施期間(D

(3)介護職員等特定処遇改善加算

【記入上の注意】
・ (3)⑦ i)の「前年度の賃金の総額 (処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)」 |ヨま、一括申請を行う場合に

ついては、原貝」として、前年 1月 から12月 までの賃金の総額を記載すること。ただし、「その他の職種 (C)Jに は、賃金改善前の賃金が員光に年額440万

円を上回る職員の賃金を含まないこと。

・ (3)⑦述)の「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」|こ は、=括申請を行う場合については、原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方

法により算出した職員数を記載すること。また、賃金改善前の賃金が既に年額440万 円をL回り、特定加算の配分対象とならない職員についてl主 、
「その他の職種 (C)」 の常勤換算職員数に含めること。なお、「その他の職種 (C)」 については、実人数によることもできるこ

(4)介護職員等ベースアップ等支援加算
・ (4)で は、賃金改善の合計額の3分の2以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てられることを確認しており、

オレンジセルが「O」 でない場合、加算取得の要件を満たしていない。

【記入上の注意】
・④ i(n-1)と ①l(ol)の 合計額は、ベースアップ等加算による「賃金改善の見込額」((1)②の最右欄)と一致すること。

く

〈

①ベースアップ等加算の見込額/②賃金改善の見込額 男噺氏様式2-1 2(1)の とおり

③処遇改善加算の取得状況/④ベースアップ等加算の算定対象月 別紙様式24のとおり

⑤べ~スアンプ等による賃金改善の見込額等

i)介護職員の賃金改善の見込額 (n-1) 円

(うち、ベースアップ等による賃金改善の

見込額)(n2)

円 %

(一 月あた り 円 )

1)その他の職員の賃金改善の見込額 (o-1) 円

(う ち、ベースアップ等による賃金改善の

見込額)(o2)

円 %

(一月あたり 円 )

要

件

⑥ 賃金改善実施期間 令和   年   月 令和   年   月 (  か月 )
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(5)賃 金改善を行う賃金項目及び方法

イ 処遇改善加算

口 特定加算

ハ ベースアップ等加算

賃金改善を行
う給与の種類 □ 基本給  回 手当 (新設)   □ 手当(既存の増額)  □ 賞与   □ その他

具体的な取組
内容

(当 該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程 )

□ 就業規則の見直し □ 賃金規程の見直し  □ その他 (

(賃金 改 善 に 関 す る規 定 内 容 )※ 上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載。

)

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、

(上記取組の開始時期 )

※上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なしJにもチェック(ア )すること。 L」 変更なし

経験。技能の
ある介護職員
の考え方

賃金改善を行
う職員の範囲

□ lAl経験・技能のある介護職員  □ llBl他の介護職員   □ C)そ の他の1戯種

(lAlに チェンク(ア )がない場合その理由)

賃金改善を行
う給与の種類 □ 基本給  口 手当 (新設)  □ 手当慨 存の増御   □ 賞与 □ そ?他

具体的な取組
内容

(当該事業所において賃金改善内容の根拠となる規則・規程 )

□ 就業規則の見直し □ 賃金規程の見直し  □ その他 (                   )
(賃金改善に関する規定内容)※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載。資格・手当等に合めて賃金改善を行う場合、その旨を記裁。

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を するなど明確にすること。

(上記取組の開始時期)

栄上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にもチェック(ア )することっ □ 変更なし

賃金改善を行
う給与の種類

ベースアップ等 □ 基本給 □
決まつて毎月支払われる

手当 (新設〕 □
決まつて毎月支払われる

手当 (既存の

'曽

額 )

その他 □ 手当(新設)□   手当(既存の増額) □ 賞与 □  その他  ( )

具体的な取組
内容

(当 該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程 )

□ 就業規則の見直し □ 賃金規程の見直し  □ その他 (

(賃金 改 善 に 関 す る規 定 内 容 )※ 上記の根拠規程のうち、賃金改善にF,ヨする部分を記裁。

)

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には

(上記取組の開始時期)

※上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にもチェック(ア )すること。 □ 変更なし
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二 初 卜謹サービス事業者等による処遇改善加算〔特定加算及びベースアップ等加算の配分を除く賃金改善
(1)② こ)(オ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃 に計上する場合は記載すること。

3キャリアパス要件について<処遇改善加算>
次の要件について該当するものにチェック(ン )し、必要事項を具体的に記載すること。

独自の賃金改
善の具体的な
取組内容

独自の賃金改
善額の算定根
拠

I・ Ⅱの場合は必ず「該当」 該当、 非該当

イ 介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。

ロ イに掲げる職位、職黄又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。

ハ イ、口にちいて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。

※上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にもチェック(7)すること。 国 変更なし

I・ この場合は必ず骸 当」□ 該当 非該当

イ
介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①、②に関する具体的な計画を策定し、

研修の実施又は研修の機会を確保している。

イの実現のための具体的な取
組内容
(該 当する項目にチェック(7)
した上で、具体的な内容を記
載)

□ ①

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、

介護職員の能力評価を行う。 ※当該取組の内容について下記に記栽すること

回 ②

資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について下記に記載すること

ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

※上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にもチェック(ア )すること。 日 変更なし

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
※「実技試験」や「人事評価Jなどの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基

Iの場合は必ず「該当J 該当  □ 非該当次のイと口両方の基準を満たす。

①
て昇給する仕組み

※「勤続年数Jや「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。

であることを要ヨ
~

の て 介護ただし、など 取得に応じ 昇給する仕組みを指す
し られる仕組みてヽも昇給が図 る。

③

又ついて、経験若しく
イ

けている。

準や昇給条件が明文化されていることを要する。

ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

具体的な仕組みの内容 (該 当
するもの全てにチェック(ア )

すること。)

□ 変更なし※上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」|こもチェック(ア )すること。

について、

やかに提出できるよう、適り]に保管すること.
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4職場環境等要件について<処遇改善加算・特定加算>
【処遇改善加算】
届出に係る計画の期間中に実施する事項について、全体で必ず1つ以上にチェック(ア )すること。(ただし、記載する|こ 当たつては、選択したキャリアパ
スに関する要件で求められている事項と重複する事項を記載しないこと。)

【特定力H算】
届出に係る計画の期間中に実施する事項について、必ず全てにチェック(|″ )すること。複数の取組を行い、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上や
キャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい

働きがいの醸成」1こ ついて、それぞれ1つ以上の取組を行うこと。※処遇改善加算と特定加算とで、別の取組を行うことは要しない。

5見える化要件について<特定加算>
実施している周知方法について、チェック(ア )すること。

以下の点を確認し、全ての項 目にチェックして下さい。

※ 各証明資やIは、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出することこ

※ 本表への虚偽記載の他、処遇改善力日算、特定加算及びベースアップ等加算の請求に関して不正があった場ロヘは、介護報酬の返還や指定取消とな

る場合がある。

区 分 内容

入職促進に向
けた取組

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実F)と のための施策・仕組みなどの明確十ヒ

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

他産業からの転織者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

』 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専P日性の高い介護技術を取得しようとする者に

対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するヤネジメント研修の受講支援等

研修の受講やキャリア と人事考課との連電
'lエルダー・メンター (仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制 度等導入

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多
様な働き方の

推進

子育てや家族等 と仕事の両立を目 の

の希

転換の制度等の整備

有給体暇が取得しやすい環境のよ止文備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓日の設置等相談体制の充実

へ の

腰痛を含む心
身の健康管理

」
奪 蕗 揖 憂尾

身 l小 の 負 挫 路 取 の ためのサド護 技 術 の修 得 更 崚 、リド.隻 ロボットン、
‐ッフト等 のケド護下,代器 寺 写 人及 び俳 修 等 による腰 帰

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

履 きのための管理者に対する研修等の実施

事故ホラブルヘの対応マiュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上の
ための業務改
善の取組

タル ット端末やインカム等のICT活 用や見守り機器等の介護ロボントやセンサー等の導入による業務量の縮減

□
房鋲 子磐 瘍 読 駆 縮 紀

除、食事σ)酉こ膳・下膳など妍 ユか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務

5S活動 (業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃。清潔・躾の頭文字をとつたもの)等の実践による職場味荒の整備

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい。働き
がいの醸成

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個 の々介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーシコン向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

ケアの好事例や の家族からの謝意 の提供

※上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なしJにもチェック(ア )すること。 □ 変更なし

ホームページ
ヘの掲載

日「介護サービス情報公表システム」への掲載   /[コ 掲載予定

「
R自 社のホームベージに掲載 /□ 掲載予定

その他の方法
による掲示等

□ 事業所・施設の建物で、外部から見える場所への掲示    /1コ 掲載予定

その他( )/ 予 定

※上記に加えて、前年度に提出した計lttl書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にもチェック(ン )すること。 回 変更なし

確認項目 証明する資料の例

□ 加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。 就業規則、給与規程

□ 処遇改善加算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。 給与明細

□ 加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。 勤務体制表、介護福祉士登録証

理 キャリアパス要件ユの資質向上の日標及び具体的な計画を定めました。 資質向上のための計画

労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その

他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に′丈几せられていません。

園 労働保険料の納付が適正に行われています。 労働保険関係成立届、確定保険料申告書

□ 本計画書の内容を雇用する企ての職員に対して同知しました。 会議録、周知文書

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を道切に保管していることを誓
約します。

令和   年   月   日  法人名
代表者 職名       氏名

-41-



ィ■人ネ

別紙様式2-2介譲職員処遇改善加算 (施設・事業所別個表 )

処遇改群力H算
の見込額〔円]

“

×bX● ×a)
算定対象月

(d)

0れ,  年   月ヽ今 iヽ  ,  ■ (  う月)

令,1  年   月ヽⅢⅢ  Ⅲ   H(  ケロ)

令和  牛   "～ 令ll  年   ,I(   ヶ刃)

`)｀

I  午   コ～令n  f  '1(  ぅコ)

令IH  `I   Л～令れ    ヽ  月 (  ″月)

令れ  年   月―令 f口   士   月 (  ウ列)

令れI  1   1^令 hl  ,   コ (   クテl,

令れ1  年   月ヽ命和  牛   Я (  ケ4)

企れ:  T  月～令れ!  1言    珂 (  ケΠ)

令れ,   1   テI^今 m   '「    力 (   ヵ,1)

介和  年   月ヽ今れ   Ⅲ   幻 (   ヶ月)

命和  年   月ヽ行il  千   サI(   ケ月)

介和  年   ナ,ヽ 令和  T   月 (   ヶ同)

令れ   年   月 ■ヽl   tF   打 (   うЛ)

令イ1  年   月～令和  平   汚 (   Ⅲ ,)

令和  十   月ヽ令れ  十   月 (  ヶЛ)

令和   年    口～ 令れ  Ⅲ   月 (   ヶナl)

加
算

率

（
ｃ

）

算定する
処遇改善
加算の区

分

ヤ「観 継
統の別

l単4■

',たりの単
価[R]

lb)

一月あたり

介譲報翻‖
総単位′′女
I単位1

(al

サービス名事業所 名

事業所の所在地

市区田丁村都l斉 府県

祐定権者名介終保険キ業所番B

II IIII
i十 1111

|: I I I

|||!

17

‥
卜

日

‥

処遇しyメ菩加:摯額(見 ,ノ 額`)の 合計[円 ](別紙様式2-12(1)① に転記)



別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)

法人名

特定加算 (見 込額 )の合計[円 ](別 紙様式2-12(1)Oに 転記 )

特定加第の見込

額[円 ]

(aXhXc× 0

算た対象月
①

争和   年   月～令和  年   月 (   ヶ月,

付オ11  年   月～令榊  年   ヴ司 (   ヶ月)

令和   年   月
～

令ra  年   月 (   ゥ月)

令ィ0  年   月～令れi  年   月 (   ヶ月)

行和   年   月～令れ  年   月 (   ヶ月 )

毎和   年   月～ 令fl  年   月 (   少月 )

令和   年   月～ 令和   年   月 (   ヶ)」 )

令和   年   月―ヽ れl  T   月 (   ヶ月 )

令イロ  年   月ヽ令T口   年   月 (   ヶ月)

令れ1  年   月ヽ今莉  年   剰 (   ヶ月 )

令れl  年   月～令和  年   月 (   ヶЛ )

令和   年   月ヽ令印1  年   月 (   ヵ月】

令和   年   月ヽ令れ  年   月 (   ヶ月)

令和  年   月～令れ,  4  月 (   少月)

令オΠ  年  月～,I「   年  月 (   ヶアl)

令T,  年   月～令t,  年   月 (   ク月)

争イΠ 年 月～令Fコ 年 月 (ク 月)

令

“

  年   月～令IΠ   年   月 (   ヶ月)

4和   年  月～令和  年  月 (   ヶ,1)

付和   年   )1～ ●和  年   拘 (   ヶ月 )

介護ィi踊 祉士固■ヒ世等要件

加
算

宰

（
ｃ

）

算定する特定
加算の区分

新規・

肺
の堵!!

1単位
あたりの

単イ馳[円 ]

(bl

一月あたり

介護報酬

総単位数

[単 位]

①

サービス名事業所名

事業所の所在地

市区町オ|都道府県

指定権者名介惟保隙事業所番号

1

2

3

4

5

C

?

g

lC

11

とZ

le

1“

1(

1,

1`

1(

―
卜
ω
ｌ



別紙様式2-4 介護職員筆ベースアップ等支援加算 (施設・事業所別個表)

【記ノ、L(′ ,が剖★【艦先紛猛銀力例縣嘉期;野練餅絲 城乙麟翫擁矯 甕虐鴨銃鞠燃絡鶏駈線 尋鵠鰍無
2-1の 2()の 【基準額 3】 参照)とを比較し、その差彼を記入すること。

・(n2)及び(o-2)に は 別紙様式21(3)ハ に記載した具体的な賃金改善の取組に基づき、ベースアップ等による笛金改持の見込額を■呵し†比すること。
法人名

べ~スアンプ等加算(見 込額)σ)合計[円 ](別紙様式212(1)①に転記)

(列ごrと の合計を 之営企改群計画
=つ

いて」(4,Ii伝 記 )

1)
五)そ の

企改善見
込プ

`|[H] 兄〔( 見込

1)介 護職貴等
ベースアップ等
支援加算 (′)見 込

振
(■ ×b× |× r)

[円 ]

算定対象月
(m)

令和   年   月～4和   年   月 (   ヶ月)

,れI  年  月―令れ  年  月 (  ヶ月)

令和   年   月～令和  年   月 (   ヶ月 )

令和   年   月ヽ令エロ  年   月 (  ゥ月)

令和   年   月～令和  年   月 (   クチ1)

令れ,  午   宕～令和  イ
「    月 (   ク月)

令れ   ■   月～令I口   年   鳴 (   ク月)

令れ   年   月～令 |口   年   月 (  ヶ尉)

令れ  年   月ヽ令和  年   月 (  /J])

付れ   年   月～令f口   年   月 (  少月 )

金れ   年   月～令伸  年   月 (   ヶ月)

令和   年   月～令 和  年   月 (  ヶ月 )

令和  年   月～令和  年   月 (   ヶ月)

争和  年   月ヽ令和  年   月 (   ク河)

令れ1  年   月～令和   ヤ   月 (  ヵ′句)

令れ,  年   月ヽ令百  年   月 (  ヶ月)

令和   年   月ヽ令れ   年   月 (   ゥ丁1)

令れI  年   月～令れi  年   月 (  ク月 )

令I」   年   月～令キロ  年   力 (   ぅ月 )

令和   年   月～令和  年   月 (   ヶアl)

加
算
率

（
１

）

新規 .

経続
の別

1単位あ
たりの単
価 [円 ]

(b)

あたり

単位 J炭 [単

位]

①区分

サービス名事業所名

事業所の所イ上地

市区町村都道府県

指定権者名介講保険事業所番号

,

を

【

[

1(

1′

1【

1`

1〔

1(

17

19

20

Ｉ

心

ト

ー



別紙様式3-1

介護職員処遇改善力日算 ,介護職員等特定処遇改善力日算・介護職員等ベースアップ等支援加算

実績報告書 (令和   年度 )

1基本情報

【本報告書で報告する加算】※取得した加算について「釦 迎ヽ母しなヒJ力Π算について「×」を選択すること。

チト護職員処遇改善力H算 鯉避改手加約 チト護職員等特定処遇改善加算 (牛J定加効 介護職員等ベースアップ等支援加算 (ペースアッグ年力n算〕

※「Xlをつけた加算に係る記入襴 (グレーになるセルうは、記入不要_

2実 績報告 <共通 >※ 詳細は別紙様式3-2及び3-3に記載

木様式では以下の要件を確認しており、オレンジセルが「○」でない場合、力HttH又得の要件を満たしていない。
I【処遇改善加算】介護職員の賃金について、処遇改善加算による賃金改善所要額が、同加算の算定額を上回ること
Ⅱ【特定加算】介護職員その他の職員の賃金について、特定加算による賃金改善所要額が、同加算の算定額を上回ること
ⅢIベースアップ等加算】介護職員その他の職員の賃金について、ベー/、 アップ等加算による賃金改善所要額が、同加算の算定額を上回ること
Ⅳ【特定加算】グループ毎の平均賃金改善額が配分ルールを満たしていること
V【特定加算】経験・技能のある介護職員 (A)のうち、1人以とは月額8万円の改善または改善後の賃金が年額440万円以上となっていること

(その人数は法人一括で中請する事業所の数に応じて設定)

Ⅵ【ベースアップ等加算】賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること

I↓ 要件Ⅱ↓ 要件Ⅲ

。(1)(2)(3)に は、それぞれの加算による賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
・ (6)に は、別紙32から、特定加算の総額のうち、経験・技能のある介護職員(A)及 び他の介護職員(B)に配分された額が転記される。

(7)に は、別紙32から、本年度の特定加算の総額が転記される。(その他の職種(C)に配分された額も含む。)

・②工)「前年度の賃金の総額」【基準額1】 【基準額2】 【基準額3】 には、計画書の2(1)② I)の額を記載することとしているが、職員構成が変わった等の

事由により修正することが可能である。

③ 平均賃金改善額<特定力日算>

賃金改善
を実施した
グループ

前年度の平均賃金

額(月 額〉【基準額41
本年度の平均賃金

額(月 額)

平均賃金改善額 碩己分比率)

(e)改善後の賃金
が最も高額となった

者の賃金(年額)

(A)経験・技能のある介護職員 □ 円 (対象外) (対象外)

(B)他の介護職員 □ 円 (対象外) (対象外 )

(C)その他の職種 □ 円 (対象外) (対象外) 円

「前年度の平均賃金額(月 額)」 【基準額4】 には、計画書2(3)⑦ 市)の額を記載することとしているが、職員構成が変わった等の事山により修正する
ことが可能 である。

人いずれ力ヽこ該当する人珂
(設定できない事業所があつた場合その理由)※複数回答可

□ 小規模事業所等で力H算額全体が少額であるため。

□ 職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万 円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

□簾朧珊羅駿島認 賊魏滴脳綾義離8槃話鞠轟嬢写2臨γ
□ その他 (                                            )

要件 V
のヽうち1人以上

が該当

フリガナ

法人名

法人所在地
T

フツガす

書類作成担当者

連絡先 電話番号 FAX番号 E・mail

特定加算 ベースアップ等加算処遇改善力Π算

円円の

円円 円

円
|)― (6>(9)

円
)́― (4>(9)

円
(3)― (5>(7)

円(1) 円 円 (3)

(5) 円(4) 円

(C) 円 (7) 円

(8) (9)
円円

【基準篠1】

円
【基準額2】

円
【基準顕e】

円
工)前年度の賃金の総額

【基準額1・ 基準額2・ 基準額3】

(∋本年度の賃金の総額

(c)特定加算の総額

の総額 ,

r環

要件Ⅳ

A>B力・つA>2C

B≧ 2C

① 月額平均8万円又は改善後の賃金が年額440万円となった者<特定加算>

-45-



⑤ ベースアツプ等による賃金改善額等<ベースアンプ等加算>

i)介護職員の賃金改善額(nl) 円

%

要
件

Ⅵ

円

(-4あ たり 円 )

工)そ の他の職員の賃谷改善額 (o-1) 円

)%円

(一 月れた り 円 )

賃金改善実施期間 令和   年   月 令和   年   月 (  か月 )

〔記入上の注意】
・ (nl)と (ol)の 合計額イま、ベースアップ等加算による「賃金改善所要額」(「②賃金改善所要額」の最右欄)と,致すること。

⑥ 職場環境等要件に基づいて実施した取組について<処遇改善加算・特定加算>

【処遇改善加算】
届出に係る計画の期間中に、全体で必ず1つ以上の取組を行うことが必要であること

【特定方日算】
属出に係る計画の期間中に、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援J、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰丁n‐を含む

心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」について、それぞれ1つ以上の取組を行うことがら要であることこ

⑦その他 (やむを得ず配分比率を満たすことができなくなつた場合等については、下記の欄に記載すること。)

※ 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適し刀に保管しておくこと。

※ 処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介
"隻

事業者の指定取消

となる場合があるので留意すること。

実績報告書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記栽内容を証明する資本卜を道切に保管して

いることを誓約します。

令和   年   月   日      (法 人名 )

(代表者名)

〈

区分 内容

入職促進に向
けた取組

法 人 人材育成方針、その実ア兄のための 明llt化

こよる採用・人事ローテーション・研惨のための市1

他産業からの転職考、主婦層、中高年齢者等、 にこだわらない幅広い採斤Jの仕組みの構集

l説業体験の受 度向上の収社の実施

資質の向上や
キャリアアンプ
に向けた支援

働きながら介護福祉士取得を目指す者に引する実務者研修受計支援や、より

する喀l'ノt吸 引、認角1症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に珂するマ
専門性の局 し とする者に対

ネジメシ/ 卜研修の受講文と渡牛

Πf修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター (仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制 度等導入

L位者 担 当者等によるキャリア面談など キャリアアッフ等に関する定期的な相談のア・七会の確保

両立支援・多
様な働き方の

推進

子 や家族等の介護等と仕事の両立を目指す 事業D〒

に応じた勤務シフトや短時間二E規職 に即した非I規職員から正規職員

の制度等の整備

有給休暇が取得しやすい緊境の整備

メンタルヘルス等の職員相談窓日の設置等相談体制の充実

腰痛を含む心
身の健康管理

ットやリフ

策の実施

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のためク)体憩室の設置等健康管理対策の実施

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故・トラブルヘの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上の

ための業務改
善の取組

タル ット端末やインカ 見守り機器等の介護ロボットやセレ 入 1

活躍 やプロ

等による役割分担の明確化

5S活 動 (業務管理の手法の1 整頓 ,マ青掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の

記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負

やりがい。働き
がいの陰成

ミーティン る職場内コミュニケーションの円滑化 ( を踏まえた|力務環境やケア

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童 ,生徒や住民との交流の実施

利用者本位のケア 人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

利用者やその家族からの謝意等

※上記に加えて、今 に提 し 容から変更がない場合は し」 )すること。 変更なし
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別根株式3-2  介,篤穀負処理改善実療報告書 介護殿員然特定′メL』 改善実績報告容 (短設 芋業所舛I回表 )

枷蜘 団廠

【員金の構額に係る記入上の注意】
下表(′ )十 ボ年度の賀全の総額,こ 1ま

'_几

迅改置!加毎 特定力1算 処l巴改善支援補助金 ベースアッノ等力1算を取得じ実施され/っ 資金の改善額を含むとと,

下共の処l島敗善加第に係る「木年度の賃をの総額Jlと ,■ 灸護駐 Flのみの資金の給額を,己設し 特定加算に係る「本年度 l′ )資金の総額Jこは、グループ毎の賛金の総額オ記載すること。
【処遇改善娘 補助後とベースア・′ノ密加算の構額 1■ 係る記入上の注意】
下表の幣年度のた,日歌奮支援締助全をベースアップ学l,1身の給狛について得絲誹評霧鰐錦濫器甥殿磯規録巻錦誂翠豊;,鶏給響騰慈議情ガ身けどサ:梅誰駈翌鶏鰈臨磯!:宅テ:をベースアップ学加第を算定し 特定加算を算定しない事業所は、介驚1歳 員についてd)(B)グ ループをF費 定しないため、下表
全額「他の介1建職貫lB)」 の欄に記競tィ、「経験 技能のある介護T歳 貝(ヽ )Jの 鞘ば空欄とすること。

I常匈換算機R数
「

係る記入この注意】
資金歌書前の資0が

'死

に年額440万円を上回り、特定加算の配分夕,家,た らないその他の職なの取民は、「そのlとの確 ,1(C)」 の常動槙算↑歳貫共に含めるこμ。なお 「その他の職ll(C))よ 実人数によることヽ】可能ィ
〔そ7,位の記入_ヒσ〕注意】
木表十1記職する11業所は 計画書の別嶽様式2-2及び2-31こ 記戯モた事業所と一致しオけれイ炒声らア`い。事業所の数が多く、I枚 に記載しき,す卜`い場合イ主、適宜 行を追加すること,

|

lill

||

|||

―

卜

呵

Ｉ



別紙様式3-3  介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)

[円 ]

ベースアップ等加算の資金改善実l止 朝簡における安/上の総額 (男 1紙様式3-I②(3)に転記)

ベースアップ等加算の賃金改善実施期間における処遇改善加第の総額 (別紙様式31② (5)に転記)

ペースアップ等加算の賃金改善実ケだ翔FHJに おける特定加算の総額 (別紙様式3=I②(7)に転記)

ベースア/テ等力nttυ ,総額$‖紙様式子 l① に転記)

【記入との注意】本表に記載する事業所は、計画苦の別紙様式2-4に ,¬●載した事業所と一致しなければならない.

事業 F夕 の数が多く、1枚に記載しきれない場合は、道宜、行を追加すること。

(p)に ,■ 、ベースアップ加節の賃金改善実施期間 (令れ4年度においては、原則として令和4年 10月 分から令和5年 3月 分よて)1こ

おける賃金の総額を記載すること。((q)(r)に ついても同様。)

(n-1)には、「賃金改善実施期間にベースアンブ等加算のみにより賃金改善を行つた介護職員の賃金の総額」と、「前年度 (賃金改善

実施期間に相当する期間)の 介誰職員の賃金の総額」(計 画葬【基雪生額 3】 参照)と を比較し、その差額を事業所 Fと にコと入することc

((o-1)の その他の職員についても同様。)

(n2)及び(o-2)には、別紙様式21の 2(5)ハ に記ltし た具体的な賃金改善の取組に基づく、ベースアツプ等による賃 金改善の見込

額を記市比すること。

五)そ の他の

口

i)介議席l員

]

力H第の総想[円 」

特定加算

ベースアッフ珈算の賃
金改善実施期間にお
Iする加算の総額EP]]

(1)

題遇改悪加算

べ~スアンフカR算の賃
金改善実施期間にお

ける加算の総額 [円 ]

(q)

ベースアップ加算の

賃金改善実施増問
における賃金の総額

(介・範職員とその他の職
員の合計額)[円 ]

(F′ )

サービヌ名事業所名

事業所の所在地

市区町村都道府県
指定権者介護保険事業所番 号

l

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

14

16

17

18

19

20

Ｉ
心
∞
‥



別紙様式4

基本イ「青線

変更に係る届出書 (令和   年度 )

フリガナ

法人名

法人所在地

一Ｔ I

フリガナ

書類作成担当者

連絡先 電話番号 FAX番 号 E― mail

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善力Π算・介護職員等ベースアンブ等支援加算に係る処遇改善計画書の内容につい

て、次のとおり変更するので、必要書類を添えて届け出ます。      、

1届出を行う加算 介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算 等ベースアップ等支援力Π算

2変更が生じた日 令和 年 月 日

3届 出 をイT,埋 国

・①～⑥のうち、届出を行うすべての頂日に○印を記入すること。
・①～⑥に係る変更があった場合には、「記1文すべき事項」ギ対に定める事項を「4変更の概要」相に記載して届け出ること。また、本届出
書と,Fせて、変更内容に応じた「提出すべき書類」を、変更事項を反映したうえで提十日すること。
・⑤・⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑤・⑥に定める事項を記載した本紙を付して届け出ること。

変更事項 記載すべき事項 提出すべき書類

①

【法人等に関する事項】【共通 I

会社法 (平成17年法律第86号 )の 規定による吸収合
併、新設合併等による、計画書の作成|こ位の変更

別紙様 式 2-1

②

I対 象事業所にFチヨする事項X共通】
複数の介護サービス事業所等について一括して中
請を行うまj業者における、当該中詰に関係する介護
サービス事業所等の増減 (新規指定、廃上等の事由
イとよる。)  .

(処遇改善加算)別紙様式2-1のが1)及

び切並びイこ別紙様式2-2
(特 定加算)別紙様式2-1の雰1)及 OЦ勧
並びに別紙様式2-3
(ベースアップ等加算)別紙様式2-1の 2

位)及び14)並 びに別紙様式2-4

③

【キャリアハス要件に関する変更X趣逃改拝■1年ξ】
キャリアパス要件に関する適合状況の変更 (該当す
る処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限
る。)

キャリアバス要件の変更 |こ係る部分の内
容

別紙様式 2-1の 2(1)及 び12)並 びに3

別紙様式 2-2

④

【介誰福祉士等配置要件に関する変更】【特定猟 iI】

・介護福祉士の配置等要件に関する道合状況の変
更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要
件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や
日常生活継続支援加算を算定できない状況が市態
化し、3か月以上継続した場合

・介護福祉士の配置等要件の変更に係る

部分の内容
・入居継続支援加算や 日常生活継続支
援加算を算定できない状況が常態化し、
3か月以上継続したことに係る内容

別紙様式2-1の雰1)及び(9

別紙様式2-3

⑤

【就業規則に関する事項】【共lⅢ Ⅲ
就業規則を改正 (介護職員の処遇に関する内容に
限る。)

当該改正のl〕モ要

⑥

【キャリアパス要件等に関する′狂`更X ttj曇 改詳力1井 1

キャリアパス要件等に関する適合状況
'D変

更(処遇
改善加算(m)を算定している場合におけるキャリア
パス要件 I、 キャリアパス要件]及び職場環境等要
件の要件関の変更が生じる場合に限る。)

キャリアパス要件等の変更に係る部分の

内容           、

4変更の1光 要

(法人名)

(代表者名)

令和   年 月 日
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フリガナ

法人名

法人所在地
T

フ ツガナ

書類作成担当者

連絡先 電話番号 FAX番号 E―mail

別紙様式 5

特別な事情に係 る届出書 (令和  年度 )

基本情報

1.事業の継続を図るために、介護職員等の賃金を引き下げる必要がある状況について

つ ス

悪化 し、 間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況について記幸党

2.賃金水準の引き下げの内容

3.経営及び賃金水準の改善の見込み

の に

つ

4.賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等について

(法人名 )

(代表者名)

令和   年   月   日
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処遇改善計画書 記入要領

令和 4年度 に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであ り、

令和 4年 10月 から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみ

である事業所 。施設向け

1.作成の流れ

基本情報入カシー ト⇒様式 2-4⇒様式 2-1の順に作成をお願いします。

記入例には「作成のポイン ト」を記載 しているので、ご参照ください。

※ 様式 2-2と 様式 2-3は、令和 4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済み

である場合、作成不要です。

2.基本情報入カシートについて 【提出不要】

事業所毎の介護保険事業所番号や所在地等の基本情報が、様式 2-1と 2-4に 転記

されます。また、事業所毎の 1月 当た り介護報酉lヽlヽ 総単位数や 1単位当た りの単価をもと

に、令和 4年度におけるベースアップ等加算の見込額が自動で計算されます。

3.様 式 2-4 ベースアップ等加算 設・事業所別個表))|こついて 【要提出】

・ ベースアップ等加算 について、事業所毎の情報を入力 します。

・ 事業所毎に、算定する処遇改善加算の区分、新規・継続の別、算定対象月、介護職員・

その他の職員ごとの賃金改善見込額、当該見込額のうちベースアップ等による賃金改善

の見込額を入力 します。

4.様式2-1(処遇改善計画書)について 【要提出】

賃金改善計画やベースアップ等による賃金改善等の具体的な内容を入力します。

【本計画書で提出する加算】の欄において、ベースアップ等加算については「○」、処

遇加算と特定加算については「×」を選択 してください。これにより、記入不要である

セルが灰色にな ります。

5。 その他

本計画書の記載内容を証明する資料は、各事業所 において適切に保管いただくととも

に、指定権者からの求めがあった場合 には速やかに提出 してくださいき

処遇改善計画書・実績報告書の作成に当た り、押印の必要はあ りません。
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処遇改善計画書 (処遇改善畑算・特定加算・ベースアップ等畑年)作成用 基本構鞭入カシート

【逮な】本シートは様武作成用のため、提出はる要です。

0次の情報を本シートの責色セルに入力することで、各様式に自動的に転記されます。

・提出先に関する情報

・基本情報

・加算の対象事業所に関する情報

1提出先に関する情報

処遇改善加算・特定加算・ベース に係る提 出先の名称を入力してください。

2基本情報

⇒下表に必要事項を入力してください。

3加算の対象事業所に関する情報

下表に必要事項を入力してください。記入内容が様式2-2、 2-3、 2-4に反映されます。

【凡例】(本シート)

以下の分類に従い、色付きセルに必要事項を入力してください

I  I 各加算に共通して必要な情報 入カセル

※「一月あたり介護報酬総単位数(処遇改善加算及び特定加算を除く)」 (a】こは、前年1月 から,2月 までの1年間の介護報酬総単位数(各種加算減算を含む。た
だし、タナし協改善加箪及び特定加算は除(^)を 12で除したもの(12ケ 月に満たない場合は、一月あたりの標準的な単位数として見込まれるもの)を 記載すること。

加算提出先

)ガナ法人名

称

OOケアサービス ノ

○○ケアサービス
J

千代臼区霞が関1-2-2i
法人住所

(番 地・住居番号まで)

(建物名等 ) ○○ビル18F ヽ

法人代表者 代表取締役 ＼

厚労 花子 ＼

書類作成

担当者

ヨウロウ タロウ ＼

令不回4年 10月 から新たに

ベースアッ寿 加算を取得する

事業所。施設向け

記入例① 基本1青報入カシート

厚労 太郎

―
03-357,-0000

03-3591-9999

aagご aaa aaお

事業所の所在地
介護保険事業所番号 指定権者名

都道府県 市区町村

事業所名 サービス名
1単位あたりの
単価[円 ](b)

通し番号

4 5 6 7 8 9 0 東京都 東京都 千代田区 介
房

療険事業F折 名称01 訪間介護 200,000 1140

3 5 6 東京都 東京都 豊島区 / 介護保険事業所名称02 通所介護 400,000 1090

介護老人福祉施設 ′         2.100,0008 埼玉県 崎玉県 さ
ク

慈 市 介護保険事業所名称03

4 4 5 6 3 9 横浜市 神剣H県/ 横浜市 介護保険事業所名称04 小規模多機能型居宅介
膏ξ量         デ

4

1 2 3 4 8 千葉 県 干差 千葉市 介護保険事業所名称05 介護老人保催施設 2.600,000

介護保険事業所名称05 短期入所療養介護(考

健)      / 10684 5 8 9 6 千菜県
 ///

千葉県 千葉市

○事業所ごとに赤囲みの事項を記載してくだとい。■ o「一月あたり介護報酬総単位数」には、原則、

記載内容は別紙様式2-4に自動転記されます。

○例えば、介護老人福祉施設と短期入所生活

介護サービス事業所が同一の事業所番号で紐

付いている場合には、両事業所を区別し、2行

に分けて記載してください。

令和 3年 1月 から12月 までの1年間の介護報

酉l‖総単位数を12で害」ったものを記載してください。

○この単位数には、各種加算減算を含みますが、

処遇改善加算及び特定加算の単位数は除いて

ください。

16

18

呵由 -52-



ЭOケアサービス法人名

卿I紙様式2-4 介護ri浅員等ベースアップ等支援加算 (施設・事業所別li司 表)

m入 ■(′ 〉注劇 ・
転 般 喬 簑溢 後 1彼矧 民 桑 ∫鶏 ぜ

員の始 改議 難 ついて、蝶 ェア「
/野 に、レミースァッ琴 方l働 朔 定のみは り鯰 改誰 行う踏 げ)丁〔金の鮪 侃

と、「前年度の賃金の総額 (処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び211自 のlFt金 改善額を除く)」 ((別紙様式
歩tの 2(1)の I基4t額 3】参照)とを比較し、その差額を記入すること。

・(n-2)及 び(o-2)に は、別紙様式2-1(5)ハに記域した具体的な賃金改善の取組に基′うき、ベーノ、アツプ等による賛金改善の見込額を,E岐すること。

24'(企 改著計画についてド4)に は re】

)

) ベース

資金改 に

]

7,50〔

46,05(

228,87F

37,87:

○(n-2)には、基本給又は決まって毎月支

払われる手当の引上賦こよる賃金改善の

見込額を記入して0埜い。

※ベース乃〃等の見込額は、「霞金改善を行う賃金項

目及び方法」 (5ページ)に記載した、賃金改善の取

組による額を記入して笠発い。

※例え(よ 令和 4年 10月 分～令利 5年 3月分まて'の

介護職員の箕金にういて、既存の手当を一律○円

BIき上 lする場合、「O円×介護職員数×6か月」の

額を(n‐2)に記入します。

※(o-2)も 同様に記載して0おい。

11,23〔

65,45(

360,94`

47170イ

338,05〔

翔

1弾∝

力
6研

/276,r5〔

821 1=,t

317,144

垣 36C

1,792,SIf

396,277

■016,/

①介誕職員鮮
ペースアップ好
支援加算の見,ス

額
(aXbXlXm)

[I・l]

328,320

287拶

必 、153,088

443,904

1,332,864

51,264

算定対象月
(in)

1年 10月 5年 3月 (6ヶ 月)

10月 ―令ユ】, 5年  3 月 ( 6ヶ 月)

缶, 1 年 10月 ～令和 5年  3 月 ( 6少 月)

4 年 10月 ～令和 5年  3 ヶ月)

1年  10月 3 月 ( 6 ヶ月)

月～令盈 S年  3 月 ( 6ヶ 月)

〕 (   ヶ月)

月 (   ヶ)l)

(n-1)(こ (よ、

・ベース乃が等カロ算の算定のみにより賃金

改善を行つた場合の、令和 4年 10月分～
‐
令和 5年 3月分の介護職員の賃金総額

の見込額と、

・令和 3年 1月分～12月分婉 護職員の

賃金総額 (この期間の処遇改善加算・

特定加算の総額と独自の賃金改善額を

除く。)を 2で割つたもの

の差額を、事業所ごとに記入して喩塗い。

※ (o-1)も 同様に記載して徐発い。

加
第

率

（
１

）

24貿

11イI

メ

t7引

09ヨ

O BH

新規
継統
のB11

/芹J規

新規

新規

芽
/

新扶見

新規

1単位あ

たりの革
価[円 ]

(b)

11 4C

/109c

106t

108[

甲

106E

月あたり

(a)

200,00(

400"

茄 0,000

400,000

2,岬 01000

1!理

巧Π第■

加算 I

加算T/

/蘊 Ⅱ

加第 1

加算Ⅲ

○ベース乃 プ等加算を

算定しようとする期間

を事業所ごとに記入し

てくだとい。

ペースアップ等加算 (見込額)の 合尉 [円 ](別紙様式212 4,597,200

令和 4年 10月 から新たに

ベース乃が等加算を取得する

事業所。施設向け

記入例② 別紙様式2"4

5

逝所介護
  _ン ///´

師 社施設

小規模多機能型居宅介護

介艇老人保健施設 ///´

磁期入り繭 に鋤

H

介護保険事業所名称02

チト護保険事業所名称03

介護保険事業所名,‐チl⊇″/″
/

介護堡殊事業所名称05

介護保険事業所名称05

○「カロ算 I・加算 Ⅱ・加算Ⅲ」の

い珈 かを選択してください。

※ベース乃ブ等加算は、処遇改善加算

II皿のいずれかを算定している事業所

力く算定可能です。

O今回の提出におし

この欄はすべて「茉斤規」

を選択して餓塾い。

壁鳥区

さいたま市

I貨浜市

千葉市

千楽市 ,/メ
イ

東京都

時玉県

神奈川県

千葉県

千茶県

東京都

:奇玉県

検浜市

千葉県

千葉県

0

0

6

9

9

9

8

8

8

7

7

7

7

7

6

5

3

3

3

4

2

2

I

4

C

,

E

lC

12

1:

1(

1'

1,

１
伽
ω
ｌ
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別紙様式2-1

介護職員処遇改善加算。介護職員等特定処遇改善力日算・介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇改善計画書 (令和 4 年度)

1基本情報<共通>

千代田区霞

OOビル18F
ロ

厚労 太郎
O赤囲みの箇所に「O」 、青囲みの2箇所に「X」を記入してください。

○『Xど につとナること紅よリグレーtこなる記入欄については、記入不要です。

ついて「○」、取得しない加算につし と。

ベ ー

O(15)に は、「 0」を記入するか、

2賃金改善計画について<共通> もしくは空i関にしてください。
(1)加算額を上回る賃金改善について

・本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況lイ、噂用者数等)、 人員配置状況(職員数等)そ の他の事由により変動があり得る。
・(1)では以下の要件を確認しており、オレンジセルが「OJでない場合、加算取得の要件を満たしていない。

I 介護職員あ賃金について、処遇改善加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を■回ること

Ⅱ 介護職員その他の職員の賃全について、特定加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること

Ⅲ 介護職員その他の職員の賃金について、ベースアップ等加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること

〇 令和  4 年度の加算の

①(3)には、ベース乃

"等
加算の算定のみ

により賃金改善を行つた場合の、令和 4

年 10月 分から令和 5年 3月 分までの

賃金総額 (6か月分の見込額)を記入

してください。

○(6)(こは、令和 3年 1月分から12月分

までの賃金総額を2で害」ったもの (6か

月分)を記入することが可能です(※ )。

○(9)(12)も 同様の計算方法により、6

か月分の加算額を記載してください。

の

れる賃金改善額及び独自の賃金改善額を除
2・

のベ ースアッ

(ア)前年度の賃金の総額

(イ)前年度の処遇改善加算の総額

(ウ )前年度の特定加算の総額

q

(オ

自 金改善額

【賃金の総額に係る記入上の注意】
。

(1)に は、処遇改善加算の算定のみにより賃金改善を行つた

補助金及びベースアップ等加算を取得し実施される賃金のi

・ (2)には、特定加算の算定のみにより賃金改善を行つた場合
ベースアップ等加算を取侍し実施される賃金の改善見込額 :

(※ x6)(こ は、上記の計算方法により難い合理的な理由がある場合、

他の適切な方法により前年度の賃金の総額を推定して記載する

ことが可能です。

サービ

(3)には、ベースアップ等加算の算定のみにより賃金改善を行つた場合の賃金総額 (見込額)を記載すること。(すなわち、処遇改善加算、特定加算及

処遇改善支援補助金を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。)

(4)には、介護職員のみの賃金の総額を記載すること。

(5)に は、事業所に従事するすべての職員 (介護職員及びその他の庁哉種)の賃金の総額を記載すること。
°

(6)には、ベースアップ等加算の配分対象が介護職員のみである場合、介護職員のみの賃金の総額を記載することとし、原則として(4)と 同一の数値を記

載すること。また、ベースアップ等加算の配分対象にその他の職種を含む場合、事業所に従事するすべての職員(介護職員及びその他の職種)の賃金
の合計額を記裁すること

1

(1)～ (6)に は、それぞれて ○「独自の賃金改善額」の記載方法は、6ページを参照して0埜い。

【加算の総額に係る記入上の注意】
・ (7)～ (15)は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」「介護職員処遇改善支援補助金 支払額

通知書」に基づき記載すること。

・ (10)(13)に は、前年度の特定加算・ベースアンプ等加算の総額のうち、介護職員に支払われた加算額のみを記載し、(11)(12)(14)(15)に は事業所に従事

するすべての職員 (介護職員とその他の職種)に支払われた加算額 l力日算額の総額)を記載すること。

【独自の賃金改善額に係る記入上の注意】
・② と)(オ)の独自の賃金改善額とは、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分 (初 めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行つたものに

限る。処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算に係るものを除く。)を いうヽ)のであり、「(5)ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、

特定加算及びベースアップ等加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

OOO

法

令和 4年 10月から新たにベースアッ寿 力日算を取得

する事業所。施設向け 言己入例③ 月u紙様式2Hl

法人所在地

書類作成担当者

連

等ベースアップ等支援加算 (ベ ースアノブ牛加算)

ベースアップ等カロ算

円4,597,200

4,598,000 円

(3)      207,408,000
円

【基準領3】

202,810,000 円

(6)      231,258,000 円

円(9) 19,666,000

(15)           0

0

旦
■

円

■

円

れ3- -54-



(2

(3)介護職員等特定処遇改善加算

v)グループ毎の

額)(g)/0/(l〔 l

※予定している配分方法について選
択すること。(いずれか1つ )

※当該年度の特定加算
`r)見

込額と前
年度の一月当たりの結勤換算方法に
より算出した職員数から算出した一人
当たり配分額(月 の。(括弧内はグルー
プ毎に配分可能な加算総額(年額))

上記以外の方法で実施

(    0円 )

円 円

0円 ) 0円 ) 0円 )

月額平均8フ

(「月額平02ページ(男」紙2-4)に記入した(n-1)(n-2)(o-lXO-2)か ら自動転記されます。

□小規○ベースアッメ幸に係る要件 (賃金改善の合計額の3分の2以上が、基本給叉は

□職員 決まって毎月支払われる手当の引上賦こ充てられること)を満たしている場合、オレ
圏 f藤 シジセルが「〇」となります。
□ そのoォレシジセルが「×」となる場合には、賃金改善の方法を見直して、「○」となるよう、

① 賃金改善J 再度別紙様式2-4に記入してください。

【記入上の注意】
°

(3)⑦ l)の「:

'  ついては、原 :

円を上回る耳哉
'(3)⑦述)の「「
法により算出モ

「 そ イガ)他 の 職 桂 、、フれ v′ コ マ′駄 矛 呵猟`凛 4で ｀ nり y_⊂ こ ′ょ ru、  こ V′ ぃ

ベースアップ等に係る要件は、「介護職員」と「その他の職員J

のグループ毎に満たす必要があります。

弓確化する

か月 )

,を行う場合に
聯こ年額440万

つ常勤換算方
車については、

(4)介護職員等ベースアップ等支援加算
。(4)で は、賃金改善の合計額の3分の 2以上が、基本給又
オレンジセルが 「OJでない場合、加算取得の要件を満た

って毎月支払われる手当の引上げに充てられることを確認 しており
いない。

【記入上の注意】
・① i(nl)と ③I(ol)の 合計額は、ベースアップ等加算による「賃金改善の見込額J《 1)②の最右欄)と一致すること。

③処遇改善加算の見込額/②賃金改善の見込額 別紙様式2-12(1)のとおり

③算定する処遇改善加算の区分/④処遇改善加算の算定対象月 別紙様式2-2の とおり

⑤賃金改善実施期間 令和  年 凋 ～ 令和  年 月 (か 月 )

③特定加算の見込額/②賃金改善の見込額 別紙様式2-12(1)のとおり

③処遇改善力E算の取得状況 別紙様式2-2の とおり

④算定する特定加算の区分/⑤介綺隻福祉士の配置等要件 (サービス提供体制強化加算
等の届出情報)/⑥特定加算の算定対象月

別紙様式2-3の とおり

経験・技能のある
介護職員仏)

他の介護職員(3) その他の職種(C)

i,局 l要―度 (7)賃 金の裕顎 く処過映音刀F鼻等を
't又

得 し実

「

色される
管金改善客質及び独 自の管企改善額″除く)(h)

円 円 円

蛍)前年度の常勤換算職員数① 人 人 人

五)前年度の一月当たりの常勤換算職員数③ 人 人 人

市)前年度のグループ毎の平均賃金額(月 額)【基準額4】舗ン① 用 円 円

0円 )
|

Olへlのみ実施

( (

0円

0円 )

○ (ツ lゝ及び(B)を 実施

(  科VAとUE! 円 )

帯ヽアALUEI  円

(  帯VALUE! 円 )

帯VALUE:  用

(  尊VALUE! 岡 )

◎ lAl(B)(C)全 て実施

(  祥VALUE! 円 )

‖VALtlE!  円

(  NttLUEI 円 )

帯VALUE!  円

(  #ヽ′ALUE! 円 )

#VALUEI  用

(  lVALtIEI 円 )

平均賃金改善額

①ベースアップ等加算の見込額/②賃金改善の見 別紙様式212(1)の とおり

ス ア 定対象月 別紙様式24の とおり

72_79

68 42

(一り]渉)た り 457 936

( %

( ) %

円

円

)

ス ア |こよる

3,774,607

2,747,615

円

1司 )

円

823,393

563,340

( 月 あ た り 93,890

1)介護職員の賃金改善の見込額 (la l)

見

1)そ の他の職員の賃金改善の見込額 (o-1)

(う ち、ベースアップ等による賃金改善の
見込額)(n2)

(う ち、ベースアップ等による賃金改善の
見込額)(o-2)

〈

〈

令和  4 年 10 月 令和  5 年  3 月 ( 6か 月 )⑥ 賃金改善実施期間

■
④
■

中4中 -55-



(5)賃 金改善を行う賃金項目及び方法

ィ 仇謳改善加算

口  農 セ 布‖笛

○ベースア互染勤日算により賃金改善を行う賃金項目を選択してください。

「ベースアッ[来手」「その他」のいずれも、必ず 1つ以上チェックを入れてください。

(ただし、加算額をすべてベースアッ芽手に充てる場合は、「その他」のチェックは不要です。)

の範囲 ((A)に チェンク(7)がない場合その理由)

賃金改善を行
う給与の種類 □ 基本給  E]手 当(新設)   E]手 当(既存のナ曽額)  □ 賞与   □ その他

具体的な取組
内容

(当 該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程)

□ 就業規則の見直し □ 賃金規程の見直し  □ その他 (

(賃金 改 善 に 関 す る規 定 内 容 )※上記の根拠規程のうち、賃金改髯に関→る部分を記職。

)

にすま、 す

(上記取組の開始時期) 令和 年 月 ( 実施満 予定 )

※上記に加えて、前年度 ア ) ること。 回 変更なし

O賃金改善の内容の根拠となる就業規則・賃金規程等のうち、

「賃金改善に関する規定内容」を記載してください。

ベースアップ等加算による賃金改善の合計額の3分の2以上が、
ベースアップ等に充てられることが算定要件であるため、どのように
ベースアップ等を行うか記載してください。
※別紙2-4の (o-2)(n-2)には、ここで記載したベースアうプ等
の合計額を事業所毎に記載してください。

ベースアップ以外にも、一時金の支給や賞与の引上げ等を行う場合、

その内容も記載してください。

〉

陵。

容

※上記 て

(≧

匠
(賃

必

(■

ベー スアップ等
手 当

来木給□ 日 手 当

その他 賞与 □ )□ 手当 (新設)□   手当 (既存の磐額 ) その他  (
賃金改善を行
う給与の種類

し

(賃金 改 善 に 関 す る規 定 内 容 )※ に記の根 !望t蜆程¢)う ち、賃金改善に関する部分を記 l比。

べ~スアンブ等支援加算手当の新設 (引 上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)

ベースアップ等支援加算手当の額を次のとおりとする。
介護職員 月額○○○○～○OOO円
その他の職種 月額○OOO～ ○○〇〇円

べ~スアンプ等支援手当による収入が当該手当の文給額を上回る場合、既存の賞与の引上げによって職員に文給する。
(引 上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)

令和  4 年  2 月 (日 実施済  □ 予定  )(上記取組の開始時期 )

具体的な取稚
内容

※上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にもチェック(7)すること。 国 変更なし

ハ  ベ ‐―

5- -56-



二 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算の配分を除く賃金改善

3キャジアパス要件について<処遇改善力日算>
次の要件について該当するものにチェンク(ア )し、必 具体的に記載すること。

小 ヨ整科 昌 /,、 任 閣 ,テ 損 l■ ス職 イ+離 害 マ ,十 穂 稼
「

大l央箪 ′,Ⅲ 汚ヽ ィ
オ
Ⅲハ ス

○前年度に通常よりも多く賞与やr時金等を支払つていた等の理由|こより、前年度の賃金の総額

(基楽額)力漸」年よりも高くなり、前年度からの賃金の増加額がカロ算の額を上回らない見込み

の場合、本オ関の記載を検討してください。

03ページの (1)② ii)(オ )「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」に計

上した額は、 (1)② ii)(ア )「前年度の賃金の総額」から控除すること力河 能です。

独自の賃金改善の具体的な取組内容と算定根拠を記載することで、

「前年度の介護職員の賃金の総額」から「独自の賃金改善額」を控除

することが可能です。

組内容
(該 当する項目にチェンク(|′ )

した上で、具体的な内容を記
載)

ている

※上F 聾更なと́

咋該当

:策定し、

ととも1こ 、

は自の賃金改
等の具体的な
[文組内容

l虫 自の賃金改
善額の算定根
処

I・ Iの場合は必ず「該当」 該当 非該当

イ

ロ

アパス要件 二 次のイからハまでのすべての基準を満たす。

イ

資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について下記に記載すること

ロ イについて、企ての介護職員に周知している。

えて、前年度に提出した計画書の記載内容カ 更がなし し,こも ェック(7)すること。 変更なし

アパス要件Ⅲ 次のイと口両方の基準を満たす。 Iの場合は必ず「該当」 該 当 非該当

について、 じて 又
イ

けてセ

①
経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。

具体的な仕組みの内容 (該 当
司
~る

もの全てにチェック(ア )

すること。)

②

資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護
福祉士資格を有と′て就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

③

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基

準や昇給条件が明文化されていることを要する。

ロ イについて、全て に周知している。

※上記 て、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は 更なし」|こもチェック ア ること。 変更なし

やかに提出できるよう、道切に保管すること

-6-

つ し

-57-



けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・

働きがいの醸成」について、それぞれ1つ以上の取組を行うこと。※処遇改善加算と特定加算とで、別の取組を行うことは要しない。

に係る計画の翔出

すること。に係る計画の期
【特定加算】

ク 複数の取組を行セ 入職促進に向けた取組」について 向「資質の や上必ず全てにチェッ (7)出 関 に実施す中 る事項

チェック(7)すること。(ただし、記裁するに当たっては、選択したキャリアパ

区分

、その実現のための施策 `仕組みなどの 確 化

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のため

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
入職促進に向
けた取組

対する喀痰吸引、認類症ケア、サービス提供責任者研修、中塞職員に対するマネジメント研修の受講支援等
目 より専門性の高し

研修の受講やキヤリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

資質の海上や
キャリアアップ
に向けた支援

、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保上位者・担当

や家族等の介護等と仕事の両立を目指す者の の充実、子

の整備

得しやすい環境の整備

立支援。多
様な働き方の

推進
メンタルヘルス 相談窓日の設置等相談体市じの充実

断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

管理者に対する研修等の実施

トラブルヘの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

,い

ボットやセンサー等の導入による業務量の縮滅やタル ント端末

法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文宇をとつたもの)5S活動

生産性向上の

取組

業務手順書の作成や 担の軽減

こよる職場内コミュニケーションの円滑化による個々のミーティ

してのモチベーショレ向上に資する、地域の児童・生徒や住

利用者本位のケア方針な 人の理念等を定翔的に学ぶれlt会 の提供

4職場環境等要件について<処遇改善加算・特定力日算>

がい。働き
がいの醸成

′′7ゐ 了17童摘∫庁D菊 I田 芽 や=,滲 ρヽ ウ 粧 お、,、 ぃ 譲き音 埜 ″れ
情 報

お・ '上若 十

み`な

○ベースアメ染勤日算に係る確認項目6点を確認し、  |。べ_スァ瓦染勤日算は、現行の処遇改善加算・特定加

チェックを入れて下さい。 算と同様に、賃金改善を行う方法や、職員の処遇改善

オ ○各証明資料は、指定権者から

速やかに提出してください。
そ
に」、υ翔′↓`す

の求め焼 場且

蚕 匡 紹 脅昆ι冒だ雅毒疑星彗!愛

魯 について｀

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓

約します。

令和  4 年 〇 月 O 日  法人名 OOケアサービス      押印不要です。
注

代表者 職名 代表取締役  氏名 厚労 花子

で V'1岨 (

場ヽ合は「変更なし」にもチェン 7)すること。 変更なし

以下の点を確認し、全ての項 目に

※ 本表への虚偽記載の他、処遇改善力日算、特定加算及びベースアップ等加算の請求に関して不正があった場合は、介護報酬の返遺や指定取消とな

る場合がある。

※上 えて、

ェックして下さいc

就業規則、給与規程日 加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。 /
給与明細日 処遇改善力口算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出しンチ。

勤務体制表、介護福祉士登録証□ 加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。    //
資質向上のための計画ロ キャリアパス要件この資質向上の目標及び具体的な計画を定めましこ/

日花獄露着た製牲零杷⊆経段旨屋溌島斜れ寃攣轟留子鞍哲雇
用保険法その

労働保険関係成立届、確定保険料申告書□ 労働保険料の納付が適正に行われています。 /
会議録、周知文書□ 本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。

"7
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処遇改善計画書 記入要領
/令

和 4年度 に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであ り、

令和 4年 10月 から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみ

である事業所・施設向け

1.作成の流れ

基本情報入カシー ト⇒様式 2-4⇒ 様式 2-1の 順に作成をお願いします。

記入例 には「作成のポイン ト」を記載 しているので、ご参照 ください。

※ 様式 2-2と 様式 2-3は 、令和 4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済み

である場合、作成不要です。

2.基本情報入カシートについて 【提出不要】

事業所毎の介護保険事業所番号や所在地等の基本情報が、様式 2-1と 2-4に 転記

され ます。また、事業所毎の 1月 当た り介護報酬‖総単位数や 1単位当た りの単価をもと

に、令和 4年度におけるベースアップ等加算の見込額が自動で計算されます。

3. 様式2-4(ベースアップ等加算 (施設・事業所別個表))|こ ついて 【要提匙】

ベースアップ等加算 について、事業所毎の情報を入力 します。

事業所毎に、算定する処遇改善加算の区分、新規・継続の別、算定対象月、介護職員・

その他の職員ごとの賃金改善見込額、当該見込額のうちベースアップ等による賃金改善

の見込額を入力 します。

4.様式2-1(処遇改善計画書)について 【要提出】

賃金改善計画やベースアップ等による賃金改善等の具体的な内容を入力 します。

【本計画書で提出する加算】のIF束]に おいて、ベースアップ等加算については「O」、処

遇加算と特定加算については「×」を選択 してください。これにより、記入不要である

セルが灰色にな ります。

5。 その他

本計画書の記載内容を証明する資料は、各事業所において適切に保管いただくととも

に、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出して ください。

処遇改善計画書・実績報告書の作成に当た り、押印の必要はあ り|ま せん。
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処遇改善計口書(処遇改善畑年・特定畑算・ベースアツプ等加年)作成用 基本構韓入カシート

【注意】ネシートは様式作成用のため、提出は不要です。

0次の情報を本シートの責色セルに入力することで、各様式に自動的に転記されます。

・提出先に関する情報

・基本情報

・加算の対象事業所に関する情報

1提出先に関する情報

出に係る提出先の名称を入力してください。

【凡例】(本シート)

以下の分類に従い、色付きセルに必要事項を入力してください。

|  1 各加算に共通して必要な情報 入カセル

を除く)」 (a】 三は、前年1月 から12月 までの

ベース

2奉ホ情報

入力してください。記入内容が別紙様式

3畑年の対魚事業所に関する情報

下表に必要事項を入力してください。記入内容が様式2-2、 2-3、 2-4に反映されます。

※「一月 びベー
を12て 除したもの(12ヶ 月に満たない場合は、

1年間の介護報酬総単位数(各 種加算
一月あたりの標準的な単位数として見

フリガナ IOOケアサービス法人名

100ケアサービス名称

l,001-1213141
住所1(番地・住居番号まで)1千 代田区霞が関1-2-2i

法人住所

住所2(建物名等) 100ビル18F ヽ

ヽ職 名 I代表取締役法人代表者

I厚労 花子氏名 ＼

フリガナ Iコウロウ タロウ ヽ

令和 4年 10月から新たに

ベースアッ寿 加算を取得する

事業所。施設向け

記入例① 基本情報入カシート

:犀労 太郎

―

氏名

鬱類作成
旧当者

電話番号 103-35,1-0000

=AX番号 103-3591-9999

3-ma‖ laaaoaaa aaiD

連絡先

「む。た士

事業所の所在地

都道府県 市区町村

事業所名 サービス名
位数 (処〕岳改善加算、特
定加算及びベースアップ

1単位あたりの

単価[円 ](b)
介護保険事業所番号 指定権者名通し番号

3 3 4 8 東京都 菓京都 千代日区 ↑ヲ漂険事業所名称01 訪間介 =|こ

テ
0́0.000

7 東京都 東京都 豊島区
 ン

// 介護保険事業所名称02 通所介護 | 400,000

i068
1 4 5 埼玉県 埼玉県 さ

"

介護保険事業所名称03 介護老人福祉施設 2100.0001

10885 6 8 横浜市 神奈川県
///

1黄 浜市 介護保険事業所名称04 小規模多機能型居宅介
護 ザ

4000004

0 千葉県 千
多

県
/

千業市 介護保険事業所名前ヽ05 保健施設3 2 5

5 千葉県 // 千葉県 千葉市 介麓保険事業所名称OS
1建 )

′

2 4

○「一月あたり介護報酬総単位数」には、原貝」、

令不□3年 1月から12月 までの1年間の介護報

酉州協毬単位数を12で書」ったものを言己載してください。

○この単位数には、各種加算減算を含みますが、

処遇改善加算及び特定加算の単位数は除いて

く農 い。

○事業所ごとに赤囲みの事項を記載してください。

記載内容は別紙様式2-4に自動転記されます。

○例えば、介護老人福祉施設と短期入所生活

介護サービス事業所が同一の事業所番号で紐

付いている場合には、両事業所を区別し、2行

に分けて言己載してください。

談 ●
15

,
lG

騨斑

19

… 1… -60T



ЭOタアサービス法人名

別紙様式2-4 介設中歳員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別lttl表 )

m入との注意丁・既持漸穎燃翼
'イ

劣妾雪民ど8鬱銑8瞥解斜薄靡颯乙越撼籐撃ど蔀農琵鞠 窺鞠燃縮鶴翻覇靡び舗観母
21の 2(1)の 【基1蕉額3】参照)とを比較し、その差額を記入すること。

・(n-21及 よ oウ )に は、男げ紙様式2-1(5)ハに記章克した具体的な賃金改善の取組に基づき、ベースアップ等による賃金改善のアと込′Ⅲ五を記載すること。

('Iことの合

'十

を|

算定対象月
611)

①介誕r儀員筆
ペースアップ答 1)

記のう

(o-1)

③ ii)そ の

他の職員
の資金改
善見込額

[円 ]

i) ち、ベース

(aXわ ×IXm)
[円 ]

アンフ等に ップ学に

質金改

円]

7,500

46,05Ю

37.875

243,010

○(n-2)には、基本給又は決まって毎月支

払われる手当の引上 ,ザlこよる賃金改善の

見込額を記入して←塗い。

※ベース乃〃等の見込額は、「賃金改善を行う賃金項

目及び方法」(5ページ)に記載した、賃金改善の取

組による額を記入して0発い。

※例え(よ 令租 4年 10月 分～令刑 5年 3月分までの

介護職員の賃金について、既存の手当を一律〇円

BIき上しずる場合、「○円X介護職員数x6か月」の

額を(n-2)に記入します。

※(o-2)も同様に記載して守挫い。

11,23E

65,45C

47,704

338,05G

/郭
1カ∝

力
6餌

/2T6,ィ 5C

821,T5C

垣 3∞

1,792,515

396,?77

1,016,/

/

287)

あ S,088

443,904

1,332,864

Sl,264

4年 10 5年  3月 ( 6ヶ 月)

令和 10月 4ヽ和 5 年 3 月 ( 6 ヶ月)

令和 1 察! iO月 ヽ令i 5年  3 月 ( 6.ヶ 月)

令コ 4 年 10月 ～令れ1 5年  3 ヶ月)

4年 10 3 月 ( 6 ヶ月)

月～令和 5年  a月 ( 6 ヶ月)

月 (   ヶ月 )

月 (   ヶ月 )

O(n… 1)には、

・ベースア燐 れ日算の算定のみにより賃金

改善を行つた場合の、令和 4年 10月分～

令和 5年 3月分の介護職員の賃金総額

の見込額と、

・令和 3年 1月分～12月分の介護職員の

賃金総額 (この期間の処遇改善加算・

特定加算の総額と独自の賃金改善額を

除く。)を 2で割ったもの

の差額を、事業所ごとに記入してα捲いぅ

※ (c-1)も 同様 1こ記載して0艶い。

加
算
華

（
Ｉ

）

24髪

11収

プ

17X

08妥

新規・

継統
の財Iよ

/f新規

蒻「規

新規

メ
″

/新
規

新規

1単位あ
たりのオ

1生

価[円 ]

(b)

114(

/10欲

1081

"106`

単位数[革

位]

(ィ■l

200,00〔

400"

=為
cO∝

400,00(

2,600,00(

10卵

の区分

´
筑算n

加無 I

加算レ
/加 算Ⅱ

加
'掛

I

加算Ill

スアッヌ等カロ算を

算定しようとする期間

を事業所設定記入し

てくだとい。

ベースアップ等加観1(見込イ俣)の 合計[円 ](別紙様式2-12 4,597,200

令不日4年 10月 から新たに

ベース乃が等加算を取得する

事業所・施設向け

記入例② 別紙様式2‐4

3 4 6 7 8 9 0 称01

通所介警 /ノ
///

弊 矯純設

小規棋多機能型居宅介謹

介額老人保健坊L設
 ノ////

勧 入
寛フ剪彰馬τ9考 閣

介護保険事業所名称02

アド護保険李柴所名称03

介
:整
保険事業所名

少
%イ

ン/´

介護イ果寡事業岳名称05

介護保険事業所名称05

○「カロ算 I・加算 Ⅱ・加算Ⅲ」の

いずれかを選択して転送い。

※ベース乃プ等加算は、処通改善加算

IIⅢのいずれがを算定している事業所

態 定可能です。

○今回の提出におい

この欄はすべて「新規」

を選択してα塾い。

瑠

離島区

さいたま市

陵浜市

千葉市

千葉市
メ″/ン

イ

東京都

埼玉県

津奈川県

千葉県

千葉県

東京都

時玉県

快浜市

千葉県

千楽県

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

5

4

4

3

3

3

3

3

3

1 2

t

12

14

15

1(

19

ｌ
Ｇ
μ
ｌ
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別紙様式2-1

介護職員処遇改善力日算・介護職員等特定処遇改善力日算・介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇改善計画書 (令和 4 年度)

1基本情報<共通>

千代田区霞

OOビル18F

厚労 太郎 O赤囲みの箇所に「①」、青囲みの2箇所に「×」を記入してください。

O「 X」につけることによリグレーになる記入機につしヽてlま 、記入不要です。

らぃて「o」 、取得しない加算につし

'~る

こと。

特定加算を算 ― ス

O(15)には、「O」を記入するか、
2賃金改善計画について<共通>

もしくは空欄にしてください。
(1)加算額を上回る賃金改善について

。本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利 用者数等)、 人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得る。
・(1)では以下の要件を確認しており、オレンジセルが「○ |でない場合、加算取得の要件を満たしていない。

I 介護職員の賃金について、処遇改善加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること
Ⅱ 介護職員その他の職員の賃金について、特定加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること
Ⅲ 介護職員その他の職員の賃金について、ベースアップ等加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること

実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除
2

(ア )前年度の賃金の総額

(イ)前年度の処遇改善加算の総額

(ウ )前年度の特定加算の総額
ス

①(3)には、ベースアッメ等加算の算定のみ

により賃金改善を行つた場合の、令和 4

年10月分から令和 5年 3月分までの

賃金総額 (6か月分の見込額)を記入

してください。

〇(6)(こは、令和 3年 1月 分から12月分

までの賃金総額を2で害」ったもの (6か

月分)を記入することが可能です(※ )。

O(9x12)も 同様の計算方法により、6

か月分のカロ算額を記載してください。

算の見込額

の

3

ツ

q

写

サービス事業者等の
1

独自の賃金改善額

岬蘊痙眺 堺蓮宅鍵落汗輔魅な房Υ:認弼覇穂解躇象
・
費こ頃学讐蛎第畠確継塀麿 藉象籟 手とが可能です。
(3)に は、ベースアップ等加算の算定のみにより賃金改善を行つた場合の賃金総額 (見込額)を記載すること。(すなわら、処遇改善加算、特定加算及び

処遇改善支援補助全を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記栽すること。)

14)には、介護職員のみの賃金の総額を記載すること。

(5)には、事業所に従事するすべての職員 (介護職員及びその他の職種)の賃金の総額を記載すること。

(6)には、ベースアップ等加算の配分対象が介護職員のみである場合、介護職員のみの賃金の総額を記載することとし、原則として(4)と 同一の数値を記

載すること。また、ベースアップ等加算の配分対象にその他の職種を含む場合、事業所に従事するすべての職員 (介護職員及びその他の職種)の賃金
の合計額を記載すること

1' 嘴聟‖1'~イ‐ヽ1薗  ^Jと′士,―‐」_レ ー
'

・(1)～ (6)には、それぞれて       O「 ち虫自の賃金改善額」の言己載方法 (よ、6ページを参照してください。

【加算の総額に係る記入上の注意】
・

(7)～ (15)は 、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」「介護職員処遇改善支援補助金 支払額

通知書」に基づき記載すること。

・ (10)(13)に は、前年度の特定加算・ベースアップ等加算の総額のうち、介護職員に支払われた加算額のみを記載し、(11)(12)(14X15)に は事業所に従事
するすべての職員 (介護職員とその他の職種)に支払われた加算額 l力日算額の総額)を記載すること。            

す

【独自の賃金改善額に係る記入上の注意】
・② こ)(オ)の独自の賃金改善額とは、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分 (初 めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行つたものに

限る。処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算に係るミ)の を除くc)をいうものであり、「(5)ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、
特定加算及びベースアップ等加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

OOO

法 人

令和 4年 10月から新たにベースアッ発 力口算を取得

する事業所。施設向け 記入例③ 月u紙様式2二 1

法人所在地

書類作成担当者

連絡先 期 03-35

る加算】※取得予

(処遇改警加募) スアップ等支援加算 (ベ ースァノブ等加j⊃

4O

②

ベースアップ等加算

4,597,200

4,598,000 円

円
(3)      207,408,000

202,810,000
【基準額3】

円

1 円

19,666,000(9) 円

0 円

0 円
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①処遇改善力日算の見込額/②賃金改善の見込額 別紙様式2-12(1)のとおり

③算定する処遇改善力日算の区分/④処遇改善加算の算定対象月 別紙様式2-2の とおり

⑤賃金改善実施期間 令和   年   月 令和   年   月 (  か月 )

(3)介護職員等特定処遇改善加算

v)グループ毎
(月 額)(g)/G)/(l(l

※予定している配分方法について選
択すること。(いずれか1つ )

※当該年度の特定加算の見込額と前
年度の一月当たりの常勤換算方法に
より算出した職員数から算出した一人
婆たり配分額l月 額)。 (括弧内はグルー
プ毎に配分可能な加算総額(年額)) 円 円○ 上記以外の方法で実施

(    0円 ) 0円 ) 0円 ) O Fl)

月額平均8フ

(「月額平02ページ(別紙2-4)に記入した(n-lXn…2)(o-1)(0-2)から自動転記されます。

○ベースアッ々 に係る要件 (賃金改善の合計額の3分の2以上が、基本給又は

決まって毎月支払われる手当の引上戯こ充てられること)を満たしている場合、オレ

シジセルが「O」 となります。

○オレンジセルが「×」となる場合には、賃金改善の方法を見直して、「○」となるよう、

再度月」紙様式2-4に言己入してください。

ベースアップ等に係る要件は、「介護職員」と「その他の職員」
のグループ毎に満たす必要があります。

賃金改善夕

【記入上の注意】
・ (3)④ i)の「|

ついては、原:

円を上回る職!

・ (3)⑦五)の「|

日確化

'~る

か月 )

iを行う場合に
た1こ年額440万

つ常勤換算方
甍については、法により算出t

「
そ の 他 の 職 桂 、、ファ

…

′印 割 状 ,事 4監 名 黙 卜 白 修′マ ー C3′ よ イツ

(4)介護職員等ベースアップ等支援加算
。(4)で は、賃金改善の合計額の 3分の 2以上が、基本給又
オレンジセルが 「OJでない場合、加算取得の要件を満た

まって毎月支払われる手当の引上げに充てられることを確認しており
いない。

【記入上の注意】
・① i(Dl)と③ I(ol)の 合計額は、ベースアップ等加算による「賃金改善の見込額J《 1)②の最右欄)と一致すること。

中4-

①特定加算の見込額/②賃金改善の見込額 別紙様式2-12(1)のとおり

③処遇改善力日算の取得状況 別紙様式2-2の とおり

④算定する特定加算の区分/⑤介護福祉士の配置等要件 (サービス提供体制強化加算
等の届出情報)/⑥特定加算の算定姑象月

別紙様式2-3の とおり

経験・技能のある
介H機職員(たヽ l

他の介護職員(3) その他の職種(C)

Iジ 胃ll牛度の賃金の総線 (k'と通峡善刀口鼻等を耳又得し要施される
賃金改善額及び独 自の賃金改善額を除く)(h)

円 円 用

工)前年度の常勤換算職員数① 人 人 人

重)前年度の一月碧たりの常勤換算職員数③ 人 人 人

市)前年度のグループ毎の平均賃金額(月 額)【 基準額4】 (h)/c) 円 円 円

0円 )
筆額

|

O(Alのみ実施

( (

0円

9躙 )

O IA)及び(3)を実施

(  球VAとと,EI 円 )

#VALUEI  円

(  1＼ lALUE! 円 )

#VALUE!  円

(  4VALUE! 田 )

③  lA)(B)(C)全 て実施

(  書VALRIE! 円 ) (  #ヤ与へしt'E! 円 )

#VALtlE!  円 帯VALUEI  円

(  #ヽ ALUE! 円 )

為′ALUE!  円

(  辞VALt:EI 円 )

平均賃金改善額

スアップ等加算の見込額/②賃金改善の 別紙様式212(1)の とおり

④ベースアップ等 の 別紙様式24のとおり

72 79

68 42

円 )

%

)%

円

円

(一 )彬,た り 457 936

ス ア による

i)その他の職員の賃金改善の見込額 (o〕 )

3,774,607

2,747,615

823、 393

563,340

( 月 あた り 93,8tυ 0

円

円 )

円

見込額等

1)介護職員の賃金改善の見込額 (n-1)

(う ち、ベースアップ等による賃金改善の
見込額)(o-2)

(う ち、ベースアップ等による賃金改善の
見込額)(n-2)

〈

〈

⑥ 賃金改善実施期間 令和  4 年 '10 月 令不日  5  年  3  月 (  6 か月 )

■
口

■
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賃金改善を行
う給与の種類 □ 基本給  □ 手導 (新設)  □ 手当観 存の増額) 図 賞与  □ その他

具体的な取組
内容

(当 該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程)

□ 祉業規則の見証  □ 賃金規程の見直と  匠]その他 (

(賃 金 改 善 に 関 す る規 定 内 容 )※上 F己の根拠規程のうち、賃金改善に四■る部分を記栽。

)

※前年度に提出した計

(上記取組の開始時期)

※上記に加えて、 に提出 容カ い場合 し」にもチェンク(7)すること。 変更なし

(5)賃金改善を行う賃金項目及び方法

イ 処遇改善力Π算

口 雄 セ 1ln省

○ベースアッ寿 加算により賃金改善を行う賃金項目を選択してください。

○「ベースアッE来年」「その他」のいずれも、必ず1つ以上チェックを入れてください。

(ただし、加算額をすべてベースアッ>幸に充てる場合は、「その他」のチェックは不要です。)

の範l潮 ((A)に チェンク(ア )がない場合その理由)

ハ  ′ミ‐―ス

○賃金改善の内容の根拠となる就業規貝」・賃金規程等のうち、

「賃金改善に関する規定内容」を記載してください。

ベースアップ等加算による賃金改善の合計額の3分の2以上が、
ベースアップ等に充てられることが算定要件であるため、どのように
ベースアップ等を行うか記載してください。
※別紙2-4の (o-2)(n-2)に は、ここで記載したベースアップ等
の合計額を事業所毎に記載してください。

ベースアップ以外にも、一時金の支給や賞与の引上げ等を行う場合、

その内容も記載してください。

)

賊命

※上記

(■

て

催

匠

硬

具体的
内容

べ~スアンプ等
手 当 (新設 ) 手 当 (既存のlFl額 )

基本給□ 日賃金改善を行
う給与の種類 その他 賞与 回 )□ 手当 (新設)□   手当 (呪存の増額 ) その他  (

就業規則の見直し ( )賃金規程の見直し

(賃金 改 善 に 関 す る規 定 内 容 )※ 上記●)1■k拠観程 7)う ち、賃金改善に関する部分を記載。

○べ~スアンブ等支援加算手当の新設 (引 上げ幅は、年齢、
ベースアップ等支援加算手当の額を次のとおりとする。
介護職員 月額○○○○～○○○○円
その他の職種 月額OOOO～ OOOO円

○ベースアップ等支援手当による収入が当該手当の支給額を上回る場合、既存の賞与の引上げによつて職員に支給する。
(引 上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)

資格!経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)

具体的な取組
内容

本 日呼F炭 イヽ提 mし /こ 言T凹 青力 レ`っ変 只 刀ゝめ0易曾 にイ]、 変 只 E互 ,ナ τ理 とつ 。/よ ど明 1筐 ″こり0こ ど。

(上記取組の開始時期 )

※上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にもチェック(ア )すること。 □ 変更なし

-5…
-64-



二 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算の配分を除く賃金改善

3キャリアパス要件について<処遇改善加算>
次の要件について該当するものにチェック(ア )し、 具体的に記載すること。

⌒華 職 昌 r,、 任 田をアよ`舟ス朧舟 隷 書 vl‐輔 諌 汽央 筆η、 ガ、イ ,′ 、ス

○前年度に通常よりも多く賞与や一時金等を支払つていた等の理由により、前年度の賃金の総額

(基準額)が例年よりも高くなり、前年度からの賃金の増加額が加算の額を上回らない見込み

の場合、本欄の記載を検討してください。

① 3ページの (1)② ii)(オ )「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」に計

上した額は、 (1)② ii)(ア )「前年度の賃金の総額」から控除することが可能です。

独自の賃金改善の具体的な取組内容と算定根拠を記載することで、
「前年度の介護職員の賃金の総額」から「独自の賃金改善額」を控除
することが可能です。

組内容
(該当する項目にチェック(ア )

した上で、具体的な内容を記
載)

※ 錘更なと′

牛該当

:策定し、

とともに、

独自の賃金改
善の具体的な
取組内容

炊自の賃
孝額の算
処

金改
定根

」 該 当 非該当I・ Iσ)場合は必ず「該

イ

ロ

I 次のイからハまでのすべての基準を満たす。

イ

資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について下記に記裁すること

ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

※上記に力Πえて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にもチェック(ア )すること。 Lど 変更なし

キャリアパス要件題 次のイと口両方の基準を満たすc Iの場合は必ず「該当」 該当 非該当

V｀ て、
イ

けている。

①
て昇給する仕組み

※「勤続年数Jや「経験年数Jなどに応じて昇給する仕組みを指す。

具体的な仕組みの内容 (該当
するもの全てにチェック(ア )

すること。)

昇給する仕組み
② ※「 や 者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す ただし、介護

つ し てヽも昇給が図られる仕組みであることを要する。

定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
⑨ 「 実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す ただし 客観的な評価基

準や昇給条件が明文化されてし`ることを要,~る。

ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

※上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にもチェック(7)すること。 L」 変更なし

やかに提出できるよう、適切に保管すること。

-6-
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チ (7) 〕
‐
るこ (ただし、記載する 当 は 、 キャノアツク と に てたっ 選択した ′く

出に係る計画の期間中に実施する事項について、必ず全てにチェック(7)すること。複数の取紅を行い、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上ゃ
ャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい

1繭ときがいの醸成」について、それぞれとつ以上の取経を行うこと。※処遇改善加算と特定加算とで、別の取組を行うことは要し́ない。

4職場条境等要件について<処遇改善加算・特定加算>

やりがい。働き
がいの醸戒

オ 7,ヽた 童 ltt Iお 細 田 井 ぞ=,ノr″う

5

月i

①ベースアメ染勤日算に係る確認項目6点を確認し、

チェックを入れて下さい。

○各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合、

速やかに提出してください。

○ベースアッ[染争力日算は、現行の処遇改善加算。特定加

算と同様に、賃金改善を行う方法や、職員の処遇改善

に要する_費用の見込額、就業規則等の内容につして、

金ての職員に周知していることが必要です。

場ヽ合は「変更なし」にもチ ア)すること。 変更なし

にJ、 Ψl駒ノJヽ 子 L」 て (′

'IL(

以下の点を確認し、全ての項 目に

※ 本表への虚偽記哉の他、処遇改善力日算、特定加算及びベースアンブ等加算の請求に関して不正があった場合は、介護報酬の返還や指定取消とな
る場合がある。

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を通切に保管していることを誓
約します。

令和  4 年 O tt O 日  法人名 OOケアサービス      押印不要です。
洩

代表者 職名 代表取締役  氏名 厚労 花子

仕組みなどの明確化

事業者の共同による採用,人事ローテーシヨン・研修のための制度構築

にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築他産業からの転職者、主婦層、申高

入職促進に向
けた取組

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

対する略痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマ
しようとする者にが 取得を目

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター (仕事やメンタル面のサポー

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定デ梶的な相談の機会の確保

子育て 目

へ の

有給休R瞬 が取得しやすし

両立支援・多
様なイリlき 方の
推進

メンタルヘルス等の職員相談窓日

・ストレスチェックや、従業員のための体憩室の設置等健康管理対策の実施

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

腰痛を含む心
身の健康管理

事故・トラブルヘの対応マニュアル等

ット端末やインカ や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮滅

手法の1つ。 ・清掃・清潔・躾の頭女字をとつたもの)等の実践による職場環坑の整備

生産性痢上の
ための業務改
善の取組

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業像担の軽減

ミーティン レコンの円 々

地域包括ケアの一 してのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

※上記に加

ェックして下さいじ

て

□ 加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。 / 就業規則、給与規程

日 処遇改善加算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出し差 c 給与明細

日 加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。    // 勤務体制表、介護福祉士登録証

囲 キャリアパス要件Ⅱの資質向上の目標及び具体的な計画を定めまし
'与

/ 資質向上のための計画

日冠獄雰霞虐謀瑠桂零千E握経険各贔免岳籍絶乏露蚤認望邑
用保険法その

□ 労働保険準|の納付が適正に行われています。 / 労働保険関係成立届、確定保険料申告書

□ 本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。 会議録、周知文書

由7
-66-



１．検査対象事業者数

             ※県所管事業者数は R3.4.1 現在

種  別 検査事業者数 県所管事業者数

① 営利法人 ６４ ２１１

② 社会福祉法人 １１ １３３

③ 医療法人 ７ ７８

④ 特定非営利活動法人 ３ １６

⑤ その他 １８ ３６

計 １０３ ４７４

２．検査方法

  事業者から提出された自己点検報告書及び資料に基づき、業務管理体制の整備・

運用状況を書面確認（必要に応じて聴取）

３．検査結果の内容

内   容 事業者数

① 体制整備が良好と認められる ３４

② 改善を要する事項が認められる ６９

③ 改善事項の内訳（複数該当する事業所があるので合計が６９を超えます）

ア）法令遵守方針の未作成 ３２

イ）法令遵守方針の職員への未周知又は周知不足 ４３

ウ）法令遵守責任者の職員への未周知又は周知不足 ２９

エ）法令遵守責任者の役割及び業務内容の定めなし １１

オ）法令遵守責任者の役割等の職員への未周知又は周知不足 ４１

カ）法令等遵守に関する研修の未実施又は外部研修への未参加 ０

キ）法令等遵守の取組状況に関する評価・改善活動の未実施又

は不十分

５１

合      計 １０３

４．改善を要する事項が認められる事業者への措置

  「長崎県介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱」に基づき、改善報

告書を徴収

令和３年度業務管理体制の整備に関する一般検査結果について

1

資料４



５．検査結果を踏まえた確認事項

①事業所数２０未満の事業者についても、「法令遵守方針」を作成する。

指定・許可の事業
所・施設数の区分

業務管理体制の整備の内容
法令遵守責任者の選
任

業務が法令に適合す
ることを確保するた
めの規程(＝「法令遵
守規程」)の整備

業務執行の状況の
監査を定期的に実
施

１～19 必 要 － －
20～99 必 要 必 要 －
100～ 必 要 必 要 必 要

※事業所・施設数は、同一の事業所が訪問介護事業所と介護予防訪問介護事業所としての指定を受

けている場合には、指定を受けている事業所の数は２として数えること。

※事業所・施設数は、みなし事業所（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び

通所リハビリテーションであって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったも

のとみなされている事業所）を含まない。

②「法令遵守責任者」及びその役割の役職員への周知

③「法令等遵守の取組状況に関する評価」の実施

※県は、事業者の業務管理体制に関して、その「プロセス・チェック」に重点を置い

て検証を行わなければならない。

プロセス・チェックとは、

①方針の策定 → ②内部規程・組織体制の整備 → ③評価・改善活動

の一連の過程が適切に行われ、これが有効に機能しているかを確認すること。
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第１号様式（第２条・第４条関係）

年 月 日

長崎県知事　様

事業者

このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。

Ａ

－

都道 郡市
府県 区

職
名

－

都道 郡市
府県 区

３

計

４

年 月 日

フリカナ 電話番号
連
絡
先

メールアドレス

氏名

所属

(日本工業規格Ａ列４番)

名 称
代表者氏名

区分変更の理由
区分変更後行政機関名称、担当部(局)課

生年月日

受付番号

介護保険法第115条の32第２項(整備)又は第４
(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出

区分変更日

５
区
分
変
更

　介護保険法施
行規則第140条
の40第１項第２
号から第４号に
基づく届出事項

区分変更前行政機関名称、担当部(局)課
事業者（法人）番号

第４号

業務が法令に適合することを確保するための規程の概要

業務執行の状況の監査の方法の概要

第３号

カ所

事業所名称等
及び所在地

第２号 法令遵守責任者の氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)

事業者（法人）番号

(1)法第115条の32第２項関係（整備）
(2)法第115条の32第４項関係（区分の変更）

１　届出の内容

名 称
フ リ ガ ナ

住 所 (〒 ）

（主たる事務所
の所在地）

連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号
(ビルの名称等)

法 人 の 種 別
ﾌﾘ ｶ ﾞ ﾅ
氏 名

生年
月日 年 月 日

介護保険事業所番号
(ビルの名称等)

代 表 者 の 住 所

代表者の職名・
氏名・生年月日

(〒

(医療機関等ｺｰﾄﾞ) 所在地

２
　
事
　
　
業
　
　
者

指定(許可)
事業所名称

年月日

）
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記入要領

(1)

(2) 　受付番号及び事業者（法人）番号には記入しないこと。
(3)

(4) 「１　届出の内容」
①

②

事業所等の展開に応じた届出先行政機関

(5)

(1)

(2)

(3)

①

②
③

②事業所等が２以上の都道府県の区域に所在
し、かつ、２以下の地方厚生局の管轄区域に所
在する事業者

業務が法令に適合することを確保するための規程の概要

①事業所等が３以上の地方厚生局の管轄区域に
所在する事業者

事業者の主たる事務所
が所在する都道府県

第３号
業務執行の状況の監査の方法の概要

　「４　介護保険法施行規則第140条の40第１項第２号から第４号に基づく届出事
項」
　事業所等数に応じ整備する業務管理体制について、該当する全ての番号に○を
付けること。
　第２号については、その氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)及び生年月日を記入すること。
　第３号及び第４号を届け出る場合は、別添資料の添付により行うこと。
　（既存資料の写し及び両面印刷可）

第２号

第４号

法令遵守責任者の氏名及び生年月日

２　新規に業務管理体制を整備した事業者【法第115条の32第２項(整備)関係】
　「２　事業者」の「法人の種別」には、届出者が法人である場合に、営利法人、
社会福祉法人、医療法人、社団法人、特定非営利活動法人等の区別を記入するこ
と。
　「３　事業所名称等及び所在地」については、みなし事業所及び介護予防・日常
生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業を除いた事業所等を記
入し、「事業所名称」欄に事業所等の合計の数を記入すること。
　書ききれない場合は、記入を省略し別添資料として添付して差し支えないこと。
（既存資料の写し及び両面印刷可）

④地域密着型サービス（予防含む）のみを行う
事業者で、事業所が同一市町村内に所在する事
業者

市町村

③全ての事業所等が長崎県内に所在する事業者
（④を除く）

「連絡先」
届出先の行政機関から、記載内容等についての連絡を行う場合があるため、この届
出に係る連絡先を記入すること。

　なお、届出先区分の変更が生じた事業者は、区分変更前と区分変更後の行政機
関にそれぞれ届け出ること。

届出先区分 届出先

県

厚生労働省老健局

　新規に業務管理体制を整備した事業者及び業務管理体制を届け出た後、事業所又
は施設（以下「事業所等」という。）の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更
により、届出先区分の変更が生じた事業者は、この様式を用いて関係行政機関に届
け出ること。

　事業者の名称、主たる事務所の所在地、法人の種別、代表者の職名、代表者の住
所等は、登記内容等と一致すること。

　新規に業務管理体制を整備し届け出る場合は、(1)法第115条の32第２項関係
の（整備）に○をつけること。

１　共通事項

　届出先区分の変更が生じた場合、(2)法第115条の32第４項関係の（区分の変
更）に○を付けること。
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事業所数等に応じて整備する業務管理体制

(4)

３

(1)

(2) 　区分変更前行政機関への届出

(3) 　区分変更後行政機関への届出

(4) 「５　区分変更」欄
①

②

③

　「区分変更の理由」には、その理由を具体的に記入すること。
　書ききれない場合は、記入を省略し別添資料として添付して差し支えないこ
と。（既存資料の写し及び両面印刷可）

　「区分変更日」は、事業所等の新規指定・廃止等により区分が変更された日を
記入すること。

　「１　届出の内容」の「(2)法第115条の32第４項関係」の他「５　区分変更」
に記入すること。

　「１　届出の内容」「２　事業者」「３　事業所名称等及び所在地」「４　介護
保険法施行規則第140条の40第１項第２号から第４号に基づく届出事項」「５　区
分変更」について、上記記入要領に基づいて記入すること。
　なお、届出先区分の変更に併せて、整備する業務管理体制の内容が変更された場
合も、この様式を用いて届け出ること。

　「事業者（法人）番号」には、区分変更前行政機関が付番した番号を記入する
こと。

×

　「５　区分変更」は、区分変更のあった場合に記入するため、新規に業務管理体
制を整備した事業者は、記入する必要はないこと。

　業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更に
より、届出先区分の変更が生じた事業者【法第115条の32第４項（区分の変更）関
係】

20未満 20以上100未満 100以上
第２号
第３号

　事業所等の指定や廃止等により、届出先区分に変更があった事業者は、区分変更
前及び区分変更後の行政機関にそれぞれ届け出ること。

○
○
×

○
○
○第４号

○
×

事業所等数
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３　事業所名称等及び所在地　別紙

事業所名称

事業者名称
事業所等の合計 ヵ所

介護保険事業者番号
(医療機関等ｺｰﾄﾞ)

所在地 ｻｰﾋﾞｽの種類
指定(許可)
年月日
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第２号様式（第３条関係）

年 月 日

長崎県知事　様

事業者

このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。

Ａ

電話番号

８　業務執行の状況の監査の方法の概要

変更の内容

（変更前）

１　法人の種別、名称(ﾌﾘｶﾞﾅ)
３　代表者氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)、生年月日
５　事業所名称等及び所在地
６　法令遵守責任者の氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)及び生年月日

事業者（法人）番号

連
絡
先

所属
メールアドレス

(日本工業規格Ａ列４番)

フリカナ

７　業務が法令に適合することを確保するための規程の概要

受付番号

介 護 保 険 法 第 115 条 の 32 第 ３ 項 に 基 づ く
業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)

変更があった事項

４　代表者の住所、職名

名 称

氏名

（変更後）

代 表 者 氏 名

２　　主たる事務所の所在地、電話、FAX番号
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記入要領
１
２

３

４

５

6

　「５　事業所名称等及び所在地」については、みなし事業所及び介護予防・日常生活支援
総合事業における介護予防・生活支援サービスを除いた事業所等の指定や廃止等により事業
所等の数に変更が生じ、整備する業務管理体制が変更された場合にのみ届け出ること。
　この場合、変更前欄と変更後欄のそれぞれに、指定等事業所等の合計の数を記入し、変更
後欄に追加又は廃止等事業所等の名称、指定(許可)年月日、介護保険事業所番号(医療機関等
コード)、所在地を記入すること。
　書ききれない場合は、記入を省略し別添資料として添付して差し支えないこと。（既存資
料の写し及び両面印刷可）

　届出先の行政機関から、記載内容等についての連絡を行う場合があるため、この届出に
係る連絡先を記入すること。

　「変更があった事項」の該当項目番号に○を付け、「変更の内容」に具体的に記入するこ
と。
　なお、書ききれない場合は、記入を省略し別添資料として添付して差し支えないこと。
（既存資料の写し及び両面印刷可）

　事業者の名称、主たる事業所の所在地、法人の種別、代表者の職名、代表者の住所等は、
登記内容等と一致すること。

　受付番号には記入しないこと。

　「７業務が法令に適合することを確保するための規程の概要」及び「８　業務執行の状況
の監査の方法の概要」については、事業者の業務管理体制の変更を行う場合（組織の変更、
規程の追加等）に届け出ること。規程の字句の修正等体制に影響を及ぼさない軽微な変更
は、届出を要しないこと。
　なお、事業所等の数の変更により、「７」または「８」を追加等する場合は、該当項目番
号に○を付け、追加の場合には、別添資料の添付により届け出ること。（既存資料の写し及
び両面印刷可）
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○介護予防・地域密着サービスを含む２５種類５３サービス
○１年間
の介護報
酬実績が
１００万円
未満の事
業所
　（一体的
報告の対
象となる
サービス
有）

資料5-1
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○基本情報

　・従業者に関する事項、サービスに関する事項等

○運営情報（新規事業所を除く）

　・利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置等

○介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する事項等

　・都道府県が項目を設定（長崎県：現在設定なし）

報告対象サービス ○介護予防・地域密着サービスを含む２６種類５４サービス

報告免除事業者 ○１年間の介護報酬実績が１００万円以下の事業所

○介護予防支援

○特定施設入居者生活介護（養護老人ホーム：外部サービス利用型）

○介護予防特定施設入居者生活介護（養護老人ホーム：外部サービス利用型）

○居宅療養管理指導

○介護予防居宅療養管理指導

○短期入所療養介護（診療所）

○介護予防短期入所療養介護（診療所）

○介護療養型医療施設（定員８人以下の施設）

○みなし事業所（指定があったとみなされる日から１年間）

　・病院・診療所における訪問看護、訪問リハ、通所リハ

　・介護老人保健施設における短期入所療養介護、通所リハ

　・介護療養型医療施設、介護医療院における短期療養介護

報告時期 ○都道府県が毎年定める計画による。（年１回の報告：義務）

○基本情報

○運営情報

○任意報告情報

調査 ○都道府県が必要と認める場合に調査

○調査員１名以上による訪問調査

※長崎県：調査が必要な場合に実施

○基本情報

○運営情報

○任意報告情報（公表内容に配慮）

○事業所の特色（任意）

○事業者から報告された情報を公表

○調査を実施した場合は、調査結果を公表

公表システム ○国において公表サーバーを設置、一元的に管理運営

手数料 ○地方自治法に基づき事業者から手数料を徴収可能（長崎県：現在無料）

計画 ○報告計画、調査計画、公表計画を都道府県の実情に応じ、毎年定める

○報告等を命じ、命令に従わない場合には、指定取消または停止

※介護保険法第115条の35に規定

　ホーム＞分類で探す＞福祉・保健＞高齢者・介護保険＞介護サービス情報の公表等＞「介護サービス情報の公表」制度

公表情報

公表方法

公表事務

報告拒否等への対応

○国が設置した公表サーバーを活用し、都道府県は事業者からの報告の受理、公表
等の事務を実施

　　「介護サービス情報の公表制度」の概要　　

○訪問調査以外の方法においても適正に調査ができると判断した場合は、他の調査
方法による実施も可

報告情報（報告必須）

報告情報（報告任意）

報告免除サービス等

調査対象情報

調査方法
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認知症に係る取組の情報公表の推進


